








【【理理学学研研究究科科生生命命科科学学専専攻攻】】

理科　必修　２４単位 (令和6年度以前入学生)

授業科目 単位数 備考

生体分子化学 2

生体高分子構造論 2

生体超分子構造解析学 2

生体分子分光学 2

生体分子設計学 2

生体高分子結晶学 2

生体物質構造解析学特別実験ⅠＡ 4

生体物質構造解析学特別実験ⅠＢ 4

生体物質構造解析学特別実験ⅡＡ 4

生体物質構造解析学特別実験ⅡＢ 4

生体物質構造解析学特別演習ⅠＡ 1

生体物質構造解析学特別演習ⅠＢ 1

生体分子機能学 2

生体高分子生理機能学 2

生体情報分子生化学 2

生体分子代謝論 2

生体情報分子機能学 2

生体高分子動態論 2

生体超分子機械学 2

生体物質機能解析学特別実験ⅠＡ 4

生体物質機能解析学特別実験ⅠＢ 4

生体物質機能解析学特別実験ⅡＡ 4

生体物質機能解析学特別実験ⅡＢ 4

生体物質機能解析学特別演習ⅠＡ 1

生体物質機能解析学特別演習ⅠＢ 1

分子細胞遺伝学 2

分子細胞構造学 2

分子発生・再生生物学 2

形態形成学 2

分子情報生理学 2

分子細胞生理学 2

分子細胞機能学 2

生体金属分子科学 2

細胞機能解析学特別実験ⅠＡ 4

細胞機能解析学特別実験ⅠＢ 4

細胞機能解析学特別実験ⅡＡ 4

細胞機能解析学特別実験ⅡＢ 4

細胞機能解析学特別演習ⅠＡ 1

細胞機能解析学特別演習ⅠＢ 1

地球物質評価論 2

岩石圏物質循環論 2

地球環境科学特別実験ⅠＡ 4

地球環境科学特別実験ⅠＢ 4

地球環境科学特別実験ⅡＡ 4

地球環境科学特別実験ⅡＢ 4

地球環境科学特別演習ⅠＡ 1

地球環境科学特別演習ⅠＢ 1
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【【理理学学研研究究科科生生命命科科学学専専攻攻】】

理科　必修　２４単位 (令和6年度以前入学生)

授業科目 単位数 備考

生体分子化学 2

生体高分子構造論 2

生体超分子構造解析学 2

生体分子分光学 2

生体分子設計学 2

生体高分子結晶学 2

生体物質構造解析学特別実験ⅠＡ 4

生体物質構造解析学特別実験ⅠＢ 4

生体物質構造解析学特別実験ⅡＡ 4

生体物質構造解析学特別実験ⅡＢ 4

生体物質構造解析学特別演習ⅠＡ 1

生体物質構造解析学特別演習ⅠＢ 1

生体分子機能学 2

生体高分子生理機能学 2

生体情報分子生化学 2

生体分子代謝論 2

生体情報分子機能学 2

生体高分子動態論 2

生体超分子機械学 2

生体物質機能解析学特別実験ⅠＡ 4

生体物質機能解析学特別実験ⅠＢ 4

生体物質機能解析学特別実験ⅡＡ 4

生体物質機能解析学特別実験ⅡＢ 4

生体物質機能解析学特別演習ⅠＡ 1

生体物質機能解析学特別演習ⅠＢ 1

分子細胞遺伝学 2

分子細胞構造学 2

分子発生・再生生物学 2

形態形成学 2

分子情報生理学 2

分子細胞生理学 2

分子細胞機能学 2

生体金属分子科学 2

細胞機能解析学特別実験ⅠＡ 4

細胞機能解析学特別実験ⅠＢ 4

細胞機能解析学特別実験ⅡＡ 4

細胞機能解析学特別実験ⅡＢ 4

細胞機能解析学特別演習ⅠＡ 1

細胞機能解析学特別演習ⅠＢ 1

地球物質評価論 2

岩石圏物質循環論 2

地球環境科学特別実験ⅠＡ 4

地球環境科学特別実験ⅠＢ 4

地球環境科学特別実験ⅡＡ 4

地球環境科学特別実験ⅡＢ 4

地球環境科学特別演習ⅠＡ 1

地球環境科学特別演習ⅠＢ 1

  （４）免許状申請手続 

   教育職員免許状は、各都道府県の教育委員会が定める所定の手続に基づいて

申請し、授与されます。免許状の申請手続には一括申請と個人申請がありま

す。 

 

① 一括申請 

  一括申請とは、大学が免許状の授与を希望する卒業（修了）予定者の書類を

一括して教育委員会に申請することをいいます。この場合、卒業（学位授与）

式の当日に免許状が授与されます。一括申請の手続等は１０月頃に掲示でお知

らせします 

  なお大学院生は、博士前期課程修了予定者が専修免許状を申請する場合のみ

一括申請することができます。 

 

② 個人申請 

  一括申請による場合のほかは、免許状の授与を希望する者が直接各都道府県

の教育委員会に申請しなければなりません。これを個人申請といいます。一種

免許状、既卒者及び科目等履修生は一括申請できませんので、個人申請するこ

とになります。 

  申請は申請者の居住地の都道府県教育委員会に対して行います。 

  申請に必要な書類等につきましては各自ホームページにてご確認ください。 

 

③ 免許状申請先（兵庫県の場合） 

   〒６５８－００８１ 

   兵庫県神戸市東灘区田中町５丁目３－23 

   兵庫県教育委員会事務局教職員企画課 免許担当 

   ＴＥＬ：078-362-3749 

   受付時間 平日9：00～11：30、13：30～17：00 

 

４．理学部開講科目の受講について 

 

 理学部専門科目のうち未修得の科目を受講できる。単位認定された場合は、 

大学院博士前期課程の成績表に記載されるが、修了所要単位には算入できません。 

ただし、受講にあたっては、指導教員と科目担当者の承認を得、教授会で承認され

ることが必要です。 
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兵庫県立大学大学院学則 

 

目次 

 第１章  総則（第１条―第４条） 

 第２章  学年、学期、休業日、標準修業年限及び在学年限（第５条―第７条） 

 第３章  教育課程及び履修方法等（第８条―第 17 条） 

 第４章  入学、転学、転研究科、転専攻及び修了（第 18 条―第 30条） 

 第５章  休学、復学、退学、除籍及び再入学（第 31 条・第 32 条） 

 第６章  賞罰（第 33条） 

第７章  学生寮（第 34条） 

 第８章  科目等履修生等（第 35 条） 

 第９章  外国人留学生（第 36条） 

 第 10 章 授業料及び入学料等（第 37条） 

 第 11 章 雑則（第 38条） 

 附則 

 

第１章 総 則 

（目的） 

第１条 兵庫県立大学大学院（以下「本大学院」という。）は、学術の理論及び応用を

教授研究し、その深奥を究め、又は高度の専門性が求められる職業を担うための深い

学識及び卓越した能力を養い、文化の発展に寄与することを目的とする。 

 

（研究科） 

第２条 本大学院に、社会科学研究科、工学研究科、理学研究科、環境人間学研究科、

看護学研究科、情報科学研究科、地域資源マネジメント研究科、減災復興政策研究科

及び緑環境景観マネジメント研究科を置く。 

２ 研究科の専攻及び定員は、次のとおりとする。 
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兵庫県立大学大学院学則 

 

目次 

 第１章  総則（第１条―第４条） 

 第２章  学年、学期、休業日、標準修業年限及び在学年限（第５条―第７条） 

 第３章  教育課程及び履修方法等（第８条―第 17 条） 

 第４章  入学、転学、転研究科、転専攻及び修了（第 18 条―第 30条） 

 第５章  休学、復学、退学、除籍及び再入学（第 31 条・第 32 条） 

 第６章  賞罰（第 33条） 

第７章  学生寮（第 34条） 

 第８章  科目等履修生等（第 35 条） 

 第９章  外国人留学生（第 36条） 

 第 10 章 授業料及び入学料等（第 37条） 

 第 11 章 雑則（第 38条） 

 附則 

 

第１章 総 則 

（目的） 

第１条 兵庫県立大学大学院（以下「本大学院」という。）は、学術の理論及び応用を

教授研究し、その深奥を究め、又は高度の専門性が求められる職業を担うための深い

学識及び卓越した能力を養い、文化の発展に寄与することを目的とする。 

 

（研究科） 

第２条 本大学院に、社会科学研究科、工学研究科、理学研究科、環境人間学研究科、

看護学研究科、情報科学研究科、地域資源マネジメント研究科、減災復興政策研究科

及び緑環境景観マネジメント研究科を置く。 

２ 研究科の専攻及び定員は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 ３年次編入 収容定員

経済学専攻 12 24 5 15 － － －
経営学専攻 5 10 5 15 － － －
グローバルビジネス専攻 9 18 － － － － －
会計専門職専攻 20 40 － － － － －
経営専門職専攻 45 90 － － － － －
小計 91 182 10 30 － － －

工学研究科 工学専攻 150 300 20 60 － － －
物質科学専攻 32 64 11 33 － － －
生命科学専攻 28 56 9 27 － － －
小計 60 120 20 60 － － －

環境人間学研究科 環境人間学専攻 30 60 6 18 － － －
看護学研究科 看護学専攻 25 50 4 12 － － －
情報科学研究科 データ計算科学専攻 80 160 14 42 － － －
地域資源ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科 地域資源ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専攻 12 24 2 6 － － －
減災復興政策研究科 減災復興政策専攻 12 24 2 6 － － －
緑環境景観ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科 緑環境景観ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専攻 20 40 － － － － －

480 960 78 234 － － －

社会科学研究科

理学研究科

計

一貫制博士課程博士後期課程
博士前期課程・修士課
程・専門職学位課程研究科名 専攻名

 
 
 

３ 研究科における人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的については、研

究科規程で定める。 

 

（課程） 

第３条 研究科（緑環境景観マネジメント研究科を除く。）に博士課程を、社会科学研

究科に修士課程を、社会科学研究科及び緑環境景観マネジメント研究科に専門職学位

課程（学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第 99 条第２項の専門職大学院の課程を

いう。以下同じ。）を置く。 

２ 博士課程は、前期の課程（以下「博士前期課程」という。）、後期の課程（以下「博

士後期課程」という。）及び一貫制博士課程に区分する。 

３ 博士前期課程は、修士課程として取り扱うものとする。 

４ 博士前期課程及び修士課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野にお

ける研究能力又は高度な専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うことを目

的とする。 

５ 博士後期課程及び一貫制博士課程は、専攻分野について研究者として自立して研究

活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及

びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。 

６ 専門職学位課程は、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越

した能力を養うことを目的とする。 
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（職員組織） 

第４条 本大学院に、教授、准教授、講師、助教、助手及び職員を置く。 

 

第２章 学年、学期、休業日、標準修業年限及び在学年限 

（学年、学期及び休業日） 

第５条 兵庫県立大学学則（以下「大学学則」という。）第５条第１項、第６条第１項

及び第７条の規定は、本大学院の学年、学期及び休業日について準用する。 

２ 前項の規定にかかわらず、社会科学研究科グローバルビジネス専攻の９月入学者選

抜により入学する者にあっては、学年は９月20日に始まり、翌年９月19日に終わる。

また、当該専攻の学年は、次の２学期に分ける。 

  春学期 ４月１日から９月 19日まで 

  秋学期 ９月 20 日から翌年３月 31日まで 

 

（標準修業年限） 

第６条 博士課程の標準修業年限は５年とし、博士前期課程及び博士後期課程の標準修

業年限はそれぞれ２年及び３年とする。ただし、一貫制博士課程は５年とする。 

２ 修士課程の標準修業年限は２年とする。 

３ 専門職学位課程の標準修業年限は２年とする。ただし、教育上の必要があると認め

られるときは、研究科規程その他の規程の定めるところにより、研究科、専攻又は学

生の履修上の区分に応じ、標準修業年限を１年以上２年未満の期間とすることができ

る。 

 

（在学年限） 

第７条 研究科の在学年限は、博士前期課程、修士課程又は専門職学位課程においては

４年、博士後期課程においては６年を超えることができない。ただし、前条第３項た

だし書の規定により２年以外の標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上

の区分の在学年限は、当該標準修業年限の２倍の期間を超えることができない。 

２ 一貫制博士課程の在学年限は 10 年とする。 

 

第３章 教育課程及び履修方法等 

（授業及び研究指導等） 

第８条 本大学院の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導（以下

「研究指導」という。）により行う。ただし、専門職学位課程においては、授業科目

の授業その他当該研究科の定める教育課程によって教育を行うものとする。 
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（職員組織） 

第４条 本大学院に、教授、准教授、講師、助教、助手及び職員を置く。 

 

第２章 学年、学期、休業日、標準修業年限及び在学年限 

（学年、学期及び休業日） 

第５条 兵庫県立大学学則（以下「大学学則」という。）第５条第１項、第６条第１項

及び第７条の規定は、本大学院の学年、学期及び休業日について準用する。 

２ 前項の規定にかかわらず、社会科学研究科グローバルビジネス専攻の９月入学者選

抜により入学する者にあっては、学年は９月20日に始まり、翌年９月19日に終わる。

また、当該専攻の学年は、次の２学期に分ける。 

  春学期 ４月１日から９月 19日まで 

  秋学期 ９月 20 日から翌年３月 31日まで 

 

（標準修業年限） 

第６条 博士課程の標準修業年限は５年とし、博士前期課程及び博士後期課程の標準修

業年限はそれぞれ２年及び３年とする。ただし、一貫制博士課程は５年とする。 

２ 修士課程の標準修業年限は２年とする。 

３ 専門職学位課程の標準修業年限は２年とする。ただし、教育上の必要があると認め

られるときは、研究科規程その他の規程の定めるところにより、研究科、専攻又は学

生の履修上の区分に応じ、標準修業年限を１年以上２年未満の期間とすることができ

る。 

 

（在学年限） 

第７条 研究科の在学年限は、博士前期課程、修士課程又は専門職学位課程においては

４年、博士後期課程においては６年を超えることができない。ただし、前条第３項た

だし書の規定により２年以外の標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上

の区分の在学年限は、当該標準修業年限の２倍の期間を超えることができない。 

２ 一貫制博士課程の在学年限は 10 年とする。 

 

第３章 教育課程及び履修方法等 

（授業及び研究指導等） 

第８条 本大学院の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導（以下

「研究指導」という。）により行う。ただし、専門職学位課程においては、授業科目

の授業その他当該研究科の定める教育課程によって教育を行うものとする。 

 

２ 授業の方法については、大学学則第 10条の３第３項及び第４項の規定を準用する。 

 

（単位の計算、単位の授与及び成績の評価） 

第９条 大学学則第 11条から第 13 条までの規定は、単位の計算、単位の授与及び成績

評価について準用する。 

 

（他の研究科又は学部の授業科目の履修） 

第 10 条 学長は、教育上有益と認めるときは、教授会又は研究科委員会（以下「教授

会等」という。）の意見を聴いた上で、学生に他の研究科又は学部の授業科目を履修

させることができる。 

２ 前項の規定により、学生が、履修した授業科目について修得した単位については、

当該研究科において修得したものとみなすことができる。 

 

（他大学院における授業科目の履修等） 

第 11 条 学長は、教育上有益と認めるときは、他の大学院（外国の大学院を含む。以

下同じ。）と本大学院との協議に基づき、教授会等の意見を聴いた上で、学生に当該

大学院の授業科目を履修させることができる。 

２ 前項の規定により学生が履修した授業科目について修得した単位は、15 単位を超

えない範囲で本大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことが

できる。 

３ 前項の規定にかかわらず、専門職学位課程においては、当該研究科が修了要件とし

て定める単位数の二分の一を超えない範囲とする。 

 

（他大学院等における研究指導） 

第 12 条 学長は、教育上有益と認めるときは、他の大学院、研究所その他別に定める

機関（以下これらを「大学院等」という。）と本大学院との協議に基づき、教授会等

の意見を聴いた上で、学生に大学院等において必要な研究指導を受けさせることがで

きる。この場合において、博士前期課程又は修士課程の学生について、当該研究指導

を受けさせる場合は、その期間は１年を超えないものとする。 

２ 前項の規定により受けた研究指導については、本大学院で受けた研究指導とみなす。 

３ 前２項の規定は、学生が、外国の大学院等において必要な研究指導を受けようとす

る場合について準用する。 

 

（教育方法の特例） 

第 13 条 大学院の課程においては、教育上特別の必要があると認められる場合には、

夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法に
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より教育を行うことができる。 

 

（他大学院学生の受入れ） 

第 14 条 学長は、本大学院に他大学院学生を受け入れることができる。他大学院学生

の受入れについては、研究科規程その他の規程で定める。 

 

（入学前の既修得単位の認定） 

第 15 条 学長は、教育上有益と認めるときは、教授会等の意見を聴いた上で、学生が

本大学院に入学する前に他の大学院において履修した授業科目について修得した単

位（科目等履修生として修得した単位を含む。）を本大学院に入学した後の本大学院

における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

２ 前項の規定により修得したものとみなす単位数は、15単位を超えないものとする。

ただし、第 11 条第２項の規定により本大学院において修得したものとみなす単位数

と合わせて 20 単位を超えないものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、専門職学位課程においては、転学等の場合を除き、第

11 条第３項の規定により本大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて

当該研究科が修了要件として定める単位数の二分の一を超えないものとする。 

 

（長期にわたる教育課程の履修） 

第 16 条 学長は、学生が、職業を有している等の事情により、第６条の規定にかかわ

らず標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修

了することを希望する旨を申し出たときは、教授会等の意見を聴いた上で、その計画

的な履修を認めることができる。 

２ 前項に関して必要な事項は、別に定める。 

 

（教育課程及び履修方法に関する研究科規程等への委任） 

第 17 条 この章に定めるもののほか、授業科目の種類、単位数及び履修方法について

は、研究科規程その他の規程で定めるところによる。 

 

第４章 入学、転学、転研究科、転専攻及び修了要件 

（入学の時期） 

第 18 条 大学学則第 18条の規定は、本大学院の入学の時期について準用する。 

 

（入学資格） 

第 19 条 博士前期課程、修士課程、一貫制博士課程又は専門職学位課程に入学するこ

とのできる者は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。 
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より教育を行うことができる。 

 

（他大学院学生の受入れ） 

第 14 条 学長は、本大学院に他大学院学生を受け入れることができる。他大学院学生

の受入れについては、研究科規程その他の規程で定める。 

 

（入学前の既修得単位の認定） 

第 15 条 学長は、教育上有益と認めるときは、教授会等の意見を聴いた上で、学生が

本大学院に入学する前に他の大学院において履修した授業科目について修得した単

位（科目等履修生として修得した単位を含む。）を本大学院に入学した後の本大学院

における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

２ 前項の規定により修得したものとみなす単位数は、15単位を超えないものとする。

ただし、第 11 条第２項の規定により本大学院において修得したものとみなす単位数

と合わせて 20 単位を超えないものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、専門職学位課程においては、転学等の場合を除き、第

11 条第３項の規定により本大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて

当該研究科が修了要件として定める単位数の二分の一を超えないものとする。 

 

（長期にわたる教育課程の履修） 

第 16 条 学長は、学生が、職業を有している等の事情により、第６条の規定にかかわ

らず標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修

了することを希望する旨を申し出たときは、教授会等の意見を聴いた上で、その計画

的な履修を認めることができる。 

２ 前項に関して必要な事項は、別に定める。 

 

（教育課程及び履修方法に関する研究科規程等への委任） 

第 17 条 この章に定めるもののほか、授業科目の種類、単位数及び履修方法について

は、研究科規程その他の規程で定めるところによる。 

 

第４章 入学、転学、転研究科、転専攻及び修了要件 

（入学の時期） 

第 18 条 大学学則第 18条の規定は、本大学院の入学の時期について準用する。 

 

（入学資格） 

第 19 条 博士前期課程、修士課程、一貫制博士課程又は専門職学位課程に入学するこ

とのできる者は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。 

 

(１) 大学（学校教育法第 83 条に定める大学をいう。以下同じ。）を卒業した者 

(２) 学校教育法第 104 条第７項により学士の学位を授与された者 

(３) 外国において、学校教育における 16 年の課程を修了した者 

(４) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することに

より当該外国の学校教育における 16 年の課程を修了した者 

(５) 我が国において、外国の大学（専門職大学に相当する外国の大学を含む。以下

同じ。）の課程（その修了者が当該外国の学校教育における 16 年の課程を修了し

たとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において

位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程

を修了した者 

(６) 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について、

当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれ

に準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。）において、修業

年限が３年以上である課程を修了すること（当該外国の学校が行う通信教育にお

ける授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び

当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を

受けたものにおいて課程を修了することを含む。）により、学士の学位に相当す

る学位を授与された者 

(７) 専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が

定める基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科

学大臣が定める日以後に修了した者 

(８) 文部科学大臣の指定した者 

(９) 学校教育法第 102 条第 2 項の規定により大学院に入学した者であって、本大学

院において、所定の単位を優れた成績をもって修得したと認めた者 

(10) 大学に３年以上在学した者で、本大学院において、大学院における教育を受け

るにふさわしい学力があると認めた者 

(11) 外国において学校教育における 15年の課程を修了した者、外国の学校が行う通

信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教

育における 15 年の課程を修了した者又は我が国において外国の大学の課程(その

修了者が当該外国の学校教育における 15 年の課程を修了したとされるものに限

る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施

設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者で、当該

研究科において、所定の単位を優秀な成績で修得したものと認めた者 

(12) 大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の

学力があると認めた者で、22 歳に達した者 

２ 博士後期課程に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当するもので
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なければならない。 

(１) 修士の学位又は専門職学位を有する者 

(２) 外国において、修士の学位に相当する学位を授与された者 

(３) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の

学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

(４) 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育

制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するも

のの当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された

者 

(５) 国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者 

(６) 外国の学校、第４号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履

修し、大学院設置基準第 16 条の２に規定する試験及び審査に相当するものに合格

し、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者 

(７) 文部科学大臣の指定した者 

(８) 大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位を有する者と同等以

上の学力があると認めた者で、24歳に達した者 

 

（入学志願の手続） 

第 20 条 大学学則第 20条の規定は、本大学院の入学志願の手続について準用する。 

 

（入学許可及び入学許可の取消し） 

第 21 条 大学学則第 21 条及び第 22 条の規定は、入学許可及び入学許可の取消しにつ

いて準用する。 

 

（転学） 

第 22 条 学生は、他の大学院に転学を希望するときは、学長の許可を得なければなら

ない。 

２ 学長は、他の大学院学生で本大学院に転学を希望する者については、教授会等の意

見を聴いた上で、相当年次に転学を許可することがある。 

３ 前２項に規定するもののほか、転学に関して必要な事項は、別に定める。 

 

（転研究科） 

第 23 条 学長は、学生が、転研究科を希望する旨を申し出たときは、当該学生の所属

研究科及び志望研究科の教授会等の意見を聴いた上で、これを許可することができる。 

２ 前項に規定するもののほか、転研究科に関して必要な事項は、別に定める。 
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なければならない。 

(１) 修士の学位又は専門職学位を有する者 

(２) 外国において、修士の学位に相当する学位を授与された者 

(３) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の

学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

(４) 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育

制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するも

のの当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された

者 

(５) 国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者 

(６) 外国の学校、第４号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履

修し、大学院設置基準第 16 条の２に規定する試験及び審査に相当するものに合格

し、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者 

(７) 文部科学大臣の指定した者 

(８) 大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位を有する者と同等以

上の学力があると認めた者で、24歳に達した者 

 

（入学志願の手続） 

第 20 条 大学学則第 20条の規定は、本大学院の入学志願の手続について準用する。 

 

（入学許可及び入学許可の取消し） 

第 21 条 大学学則第 21 条及び第 22 条の規定は、入学許可及び入学許可の取消しにつ

いて準用する。 

 

（転学） 

第 22 条 学生は、他の大学院に転学を希望するときは、学長の許可を得なければなら

ない。 

２ 学長は、他の大学院学生で本大学院に転学を希望する者については、教授会等の意

見を聴いた上で、相当年次に転学を許可することがある。 

３ 前２項に規定するもののほか、転学に関して必要な事項は、別に定める。 

 

（転研究科） 

第 23 条 学長は、学生が、転研究科を希望する旨を申し出たときは、当該学生の所属

研究科及び志望研究科の教授会等の意見を聴いた上で、これを許可することができる。 

２ 前項に規定するもののほか、転研究科に関して必要な事項は、別に定める。 

 

 

（転専攻） 

第 24 条 学長は、学生が、他の専攻に転専攻を希望する旨を申し出たときは、教授会

等の意見を聴いた上で、これを許可することができる。 

２ 前項に規定するもののほか、転専攻に関して必要な事項は、別に定める。 

 

（博士前期課程又は修士課程の修了要件） 

第 25 条 博士前期課程又は修士課程の修了には、当該課程に２年以上在学し、研究科

規程その他の規程の定めるところにより、所定の授業科目を修得し、かつ、必要な研

究指導を受けた上、修士論文の審査及び最終試験に合格することを必要とする。ただ

し、特に優れた業績を上げた者については、１年以上在学すれば足りるものとする。 

２ 前項の場合において、博士前期課程又は修士課程の目的に応じ適当と認められると

きは、特定の課題についての研究成果の審査をもって修士論文の審査に代えることが

できる。 

３ 第 15 条第１項の規定により本大学院に入学する前に修得した単位を本大学院にお

いて修得したものとみなす場合であって、当該単位の修得により教育課程の一部を履

修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案し、１年を

超えない範囲で本大学院が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし、

この場合においても、当該課程に少なくとも１年以上在学するものとする。 

４ 修士論文の審査及び最終試験については、研究科規程その他の規程で定める。 

 

（専門職学位課程の修了要件） 

第 26 条 専門職学位課程の修了には、当該課程に２年（２年以外の標準修業年限を定

める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該修業年限）以上在学し、

研究科規程その他の規程の定めるところにより、所定の授業科目を修得することを必

要とする。 

２ 第 15 条第１項の規定により本大学院に入学する前に修得した単位を本大学院にお

いて修得したものとみなす場合であって、当該単位の修得により教育課程の一部を履

修したと認める者ときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案し、当該

課程の標準修業年限の二分の一を超えない範囲で本大学院が定める期間在学したも

のとみなすことができる。ただし、この場合においても、当該課程に少なくとも１年

以上在学するものとする。 

 

（博士後期課程の修了要件） 

第 27 条 博士後期課程の修了には、当該課程に３年以上在学し、研究科規程その他の

規程で定めるところにより、所定の授業科目を修得し、かつ、必要な研究指導を受け

た上、博士論文を提出してその審査及び最終試験に合格することを必要とする。ただ
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し、在学期間に関しては、特に優れた研究業績を上げた者については、次の各号に掲

げる年数以上在学すれば足りるものとする。 

(１) 博士前期課程、修士課程又は専門職学位課程に２年以上在学し当該課程を修了

した者  １年 

(２) 博士前期課程、修士課程又は専門職学位課程に２年未満在学し当該課程を修了

した者  博士前期課程又は修士課程における在学期間を含めて３年 

２ 前項の規定にかかわらず、第 19条第２項のいずれかに該当する者が、博士後期課程

に入学した場合における当該課程の修了には、当該課程に３年以上在学し、博士後期

課程授業科目について、研究科規程その他の規程で定める授業科目を修得し、かつ、

必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することを必要とす

る。ただし、特に優れた研究業績を上げた者については、当該課程に１年以上在学す

れば足りるものとする。 

３ 博士論文の審査及び最終試験については、研究科規程その他の規程で定める。 

 

（一貫制博士課程の修了要件） 

第 28 条 一貫制博士課程の修了には、当該課程に５年以上在学し、研究科規程その他

の規程で定めるところにより、所定の授業科目を修得し、かつ、必要な研究指導を受

けた上、博士論文を提出してその審査及び最終試験に合格することを必要とする。た

だし、在学期間に関しては、特に優れた研究業績を上げた者については、次の各号に

掲げる年数以上在学すれば足りるものとする。 

(１) 博士前期課程、修士課程又は専門職学位課程に２年以上在学し当該課程を修了

した者 １年 

(２) 博士前期課程、修士課程又は専門職学位課程に２年未満在学し当該課程を修了

した者  博士前期課程又は修士課程における在学期間を含めて３年 

２ 前項の規定にかかわらず、第 19条第２項のいずれかに該当する者が、一貫制博士課

程に入学した場合における当該課程の修了には、当該課程に３年以上在学し、一貫制

博士課程授業科目について、研究科規程その他の規程で定める授業科目を修得し、か

つ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することを必要

とする。ただし、特に優れた研究業績を上げた者については、当該課程に１年以上在

学すれば足りるものとする。 

３ 第１項で規定する在学期間については、第 25 条第３項の規定を適用する。 

４ 博士論文の審査及び最終試験については、研究科規程その他の規程で定める。 

 

（課程の修了認定） 

第 29 条 学長は、本大学院において、博士前期課程又は修士課程の修了要件を満たし

た者について、教授会等の意見を聴いた上で、課程の修了を認定する。 
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し、在学期間に関しては、特に優れた研究業績を上げた者については、次の各号に掲

げる年数以上在学すれば足りるものとする。 

(１) 博士前期課程、修士課程又は専門職学位課程に２年以上在学し当該課程を修了

した者  １年 

(２) 博士前期課程、修士課程又は専門職学位課程に２年未満在学し当該課程を修了

した者  博士前期課程又は修士課程における在学期間を含めて３年 

２ 前項の規定にかかわらず、第 19条第２項のいずれかに該当する者が、博士後期課程

に入学した場合における当該課程の修了には、当該課程に３年以上在学し、博士後期

課程授業科目について、研究科規程その他の規程で定める授業科目を修得し、かつ、

必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することを必要とす

る。ただし、特に優れた研究業績を上げた者については、当該課程に１年以上在学す

れば足りるものとする。 

３ 博士論文の審査及び最終試験については、研究科規程その他の規程で定める。 

 

（一貫制博士課程の修了要件） 

第 28 条 一貫制博士課程の修了には、当該課程に５年以上在学し、研究科規程その他

の規程で定めるところにより、所定の授業科目を修得し、かつ、必要な研究指導を受

けた上、博士論文を提出してその審査及び最終試験に合格することを必要とする。た

だし、在学期間に関しては、特に優れた研究業績を上げた者については、次の各号に

掲げる年数以上在学すれば足りるものとする。 

(１) 博士前期課程、修士課程又は専門職学位課程に２年以上在学し当該課程を修了

した者 １年 

(２) 博士前期課程、修士課程又は専門職学位課程に２年未満在学し当該課程を修了

した者  博士前期課程又は修士課程における在学期間を含めて３年 

２ 前項の規定にかかわらず、第 19条第２項のいずれかに該当する者が、一貫制博士課

程に入学した場合における当該課程の修了には、当該課程に３年以上在学し、一貫制

博士課程授業科目について、研究科規程その他の規程で定める授業科目を修得し、か

つ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することを必要

とする。ただし、特に優れた研究業績を上げた者については、当該課程に１年以上在

学すれば足りるものとする。 

３ 第１項で規定する在学期間については、第 25 条第３項の規定を適用する。 

４ 博士論文の審査及び最終試験については、研究科規程その他の規程で定める。 

 

（課程の修了認定） 

第 29 条 学長は、本大学院において、博士前期課程又は修士課程の修了要件を満たし

た者について、教授会等の意見を聴いた上で、課程の修了を認定する。 

 

２ 学長は、本大学院において、専門職学位課程の修了要件を満たした者について、教

授会等の意見を聴いた上で、課程の修了を認定する。 

３ 学長は、本大学院において、博士後期課程及び一貫制博士課程の修了要件を満たし

た者について、教授会等の意見を聴いた上で、課程の修了を認定する。 

 

（学位） 

第 30 条 学長は、本大学院において、博士前期課程又は修士課程を修了した者につい

て、教授会等の意見を聴いた上で、修士の学位を授与する。 

２ 学長は、本大学院において、専門職学位課程を修了した者について、教授会等の意

見を聴いた上で、専門職学位を授与する。 

３ 学長は、本大学院において、博士後期課程及び一貫制博士課程を修了した者につい

て、教授会等の意見を聴いた上で、博士の学位を授与する。 

４ 前３項に規定するもののほか、学位の授与に関して必要な事項は、別に定める。 

 

第５章 休学、復学、退学、除籍及び再入学 

（休学及び復学） 

第 31 条 大学学則第 30条の規定は、学生の休学及び復学について準用する。この場合

において、同条第４項中、「３年」とあるのは「博士前期課程、修士課程又は専門職

学位課程にあっては２年、博士後期課程にあっては３年、一貫制博士課程にあっては

５年」と読み替えるものとする。 

 

（退学、除籍及び再入学） 

第 32 条 大学学則第 31 条から第 33 条までの規定は、学生の退学、除籍及び再入学に

ついて準用する。 

 

第６章 賞 罰 

（表彰及び懲戒） 

第 33 条 大学学則第 34 条及び第 35 条の規定は、学生に係る表彰及び懲戒について準

用する。 

 

第７章 学生寮 

（学生寮） 

第 34 条 大学学則第 36条の規定は、本大学院の学生寮について準用する。 

 

第８章 科目等履修生等 

（科目等履修生、特別聴講生、聴講生、研究生及び研修員） 
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第 35 条 大学学則第 37 条から第 41 条までの規定は、科目等履修生、特別聴講生、聴

講生、研究生及び研修員について準用する。 

２ この章に定めるもののほか、大学院学則のうち必要な規定は、科目等履修生、特別

聴講生、聴講生、研究生及び研修員について準用する。 

 

第９章 外国人留学生 

（外国人留学生） 

第 36 条 学長は、外国人で留学のため、本大学院へ入学を願い出る者があるときは、

教授会等の意見を聴いた上で、これを外国人留学生として許可することができる。 

２ この章に定めるもののほか、大学院学則のうち必要な規定は、外国人留学生につい

て準用する。 

 

第 10 章 授業料及び入学料等 

（授業料及び入学料等） 

第 37 条 大学学則第 45条の規定は、授業料及び入学料等について準用する。 

 

第 11 章 雑 則 

（補則） 

第 38 条 この学則の施行に関して必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この学則は、平成 25 年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成 25年６月 14 日改正） 

（施行期日） 

１ この学則は、平成 25 年６月 14 日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成 25 年４月１日から平成 26 年３月 31 日までの間における経営研究科経営専門

職専攻の入学定員及び収容定員並びに全研究科の定員の計については、改正後の第２

条第２項の規定にかかわらず、次のとおりとする。 

研究科名 専攻名 

博士前期課程・修士課程・

専門職学位課程 

入学定員 収容定員 

経営研究科 経営専門職専攻 40 80 

計 384 768 
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第 35 条 大学学則第 37 条から第 41 条までの規定は、科目等履修生、特別聴講生、聴

講生、研究生及び研修員について準用する。 

２ この章に定めるもののほか、大学院学則のうち必要な規定は、科目等履修生、特別

聴講生、聴講生、研究生及び研修員について準用する。 

 

第９章 外国人留学生 

（外国人留学生） 

第 36 条 学長は、外国人で留学のため、本大学院へ入学を願い出る者があるときは、

教授会等の意見を聴いた上で、これを外国人留学生として許可することができる。 

２ この章に定めるもののほか、大学院学則のうち必要な規定は、外国人留学生につい

て準用する。 

 

第 10 章 授業料及び入学料等 

（授業料及び入学料等） 

第 37 条 大学学則第 45条の規定は、授業料及び入学料等について準用する。 

 

第 11 章 雑 則 

（補則） 

第 38 条 この学則の施行に関して必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この学則は、平成 25 年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成 25年６月 14 日改正） 

（施行期日） 

１ この学則は、平成 25 年６月 14 日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成 25 年４月１日から平成 26 年３月 31 日までの間における経営研究科経営専門

職専攻の入学定員及び収容定員並びに全研究科の定員の計については、改正後の第２

条第２項の規定にかかわらず、次のとおりとする。 

研究科名 専攻名 

博士前期課程・修士課程・

専門職学位課程 

入学定員 収容定員 

経営研究科 経営専門職専攻 40 80 

計 384 768 

 

 

附 則（平成 26年３月５日改正） 

この学則は、平成 26 年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成 27年２月４日改正） 

この学則は、平成 27 年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成 27年２月 12 日改正） 

この学則は、平成 27 年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成 28年３月２日改正） 

この学則は、平成 28 年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成 28年３月 29 日改正） 

この学則は、平成 29 年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成 29年３月１日改正） 

この学則は、平成 29 年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成 30年 11 月 14 日改正） 

 （施行期日） 

１ この学則は、平成 31 年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 生命理学研究科ﾋﾟｺﾊﾞｲｵﾛｼﾞｰ専攻は、第２条第２項の規定にかかわらず、平成 31 年

３月 31 日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続す

るものとする。 

３ 平成31年度から平成34年度における生命理学研究科生命科学専攻及び生命理学研

究科ﾋﾟｺﾊﾞｲｵﾛｼﾞｰ専攻の収容定員は、第２条第２項の規定にかかわらず、次のとおり

とする。 

平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度

博士前期課程 45 56 56 56

博士後期課程 9 9 15 21

ﾋﾟｺﾊﾞｲｵﾛｼﾞｰ専攻 一貫制博士課程 36 26 16 8

生命科学専攻
生命理学研究科

収容定員
課程名専攻名研究科名

 

 

附 則（平成 30年 12 月５日改正） 

この学則は、平成 31 年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成 31年２月６日改正） 
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この学則は、平成 31 年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和２年３月 30 日改正） 

この学則は、令和２年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和２年 12 月２日改正） 

 （施行期日） 

１ この学則は、令和３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 経済学研究科経済学専攻及び地域公共政策専攻、経営学研究科経営学専攻、会計研

究科会計専門職専攻、経営研究科経営専門職専攻、物質理学研究科物質科学専攻、生

命理学研究科生命科学専攻、看護学研究科共同災害看護学専攻、応用情報科学研究科

応用情報科学専攻並びにシミュレーション学研究科シミュレーション学専攻は、第２

条第１項及び第２項の規定にかかわらず、令和３年３月 31 日に当該専攻に在学する

者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。 

３ 令和３年度から令和６年度までにおける経済学研究科経済学専攻及び地域公共政

策専攻、経営学研究科経営学専攻、会計研究科会計専門職専攻、経営研究科経営専門

職専攻、社会科学研究科経済学専攻、経営学専攻、グローバルビジネス専攻、会計専

門職専攻及び経営専門職専攻、物質理学研究科物質科学専攻、生命理学研究科生命科

学専攻、理学研究科物質科学専攻及び生命科学専攻、看護学研究科共同災害看護学専

攻、応用情報科学研究科応用情報科学専攻、シミュレーション学研究科シミュレーシ

ョン学専攻並びに情報科学研究科データ計算科学専攻の収容定員は、第２条第２項の

規定にかかわらず、次のとおりとする。 
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この学則は、平成 31 年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和２年３月 30 日改正） 

この学則は、令和２年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和２年 12 月２日改正） 

 （施行期日） 

１ この学則は、令和３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 経済学研究科経済学専攻及び地域公共政策専攻、経営学研究科経営学専攻、会計研

究科会計専門職専攻、経営研究科経営専門職専攻、物質理学研究科物質科学専攻、生

命理学研究科生命科学専攻、看護学研究科共同災害看護学専攻、応用情報科学研究科

応用情報科学専攻並びにシミュレーション学研究科シミュレーション学専攻は、第２

条第１項及び第２項の規定にかかわらず、令和３年３月 31 日に当該専攻に在学する

者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。 

３ 令和３年度から令和６年度までにおける経済学研究科経済学専攻及び地域公共政

策専攻、経営学研究科経営学専攻、会計研究科会計専門職専攻、経営研究科経営専門

職専攻、社会科学研究科経済学専攻、経営学専攻、グローバルビジネス専攻、会計専

門職専攻及び経営専門職専攻、物質理学研究科物質科学専攻、生命理学研究科生命科

学専攻、理学研究科物質科学専攻及び生命科学専攻、看護学研究科共同災害看護学専

攻、応用情報科学研究科応用情報科学専攻、シミュレーション学研究科シミュレーシ

ョン学専攻並びに情報科学研究科データ計算科学専攻の収容定員は、第２条第２項の

規定にかかわらず、次のとおりとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

附 則（令和４年３月 29 日改正） 

 （施行期日） 

１ この学則は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 令和５年度における情報科学研究科データ計算科学専攻博士前期課程の収容定員

は、第２条第２項の規定にかかわらず、次のとおりとする。 

研究科名 専攻名 
博士前期課程 

令和 5年度 

情報科学研究科 データ計算科学専攻 140 

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

博士前期課程 10 － － －

博士後期課程 10 5 － －

地域公共政策専攻 博士前期課程 10 － － －

経営学研究科 経営学専攻 博士後期課程 12 6 － －

会計研究科 会計専門職専攻 専門職学位課程 40 － － －

経営研究科 経営専門職専攻 専門職学位課程 45 － － －

博士前期課程 15 30 30 30

博士後期課程 5 10 15 15

博士前期課程 5 10 10 10

博士後期課程 5 10 15 15

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ専攻 修士課程 6 12 12 12

会計専門職専攻 専門職学位課程 20 40 40 40

経営専門職専攻 専門職学位課程 45 90 90 90

博士前期課程 32 － － －

博士後期課程 22 11 － －

博士前期課程 28 － － －

博士後期課程 18 9 － －

博士前期課程 32 64 64 64

博士後期課程 11 22 33 33

博士前期課程 28 56 56 56

博士後期課程 9 18 27 27

看護学研究科 共同災害看護学専攻 一貫制博士課程 8 6 4 2

博士前期課程 40 － － －

博士後期課程 20 10 － －

博士前期課程 20 － － －

博士後期課程 8 4 － －

博士前期課程 60 120 120 120

博士後期課程 14 28 42 42
情報科学研究科 データ計算科学専攻

理学研究科

物質科学専攻

生命科学専攻

応用情報科学研究科 応用情報科学専攻

ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ学研究科 ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ学専攻

社会科学研究科

経済学専攻

経営学専攻

物質理学研究科 物質科学専攻

生命理学研究科 生命科学専攻

研究科名 専攻名 課程名
収容定員

経済学研究科
経済学専攻
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附 則（令和４年 12月 22 日改正） 

 （施行期日） 

１ この学則は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 令和５年度における社会科学研究科経済学専攻及びグローバルビジネス専攻博士

前期課程の収容定員は、第２条第２項の規定にかかわらず、次のとおりとする。 

研究科名 専攻名 
博士前期課程 

令和 5年度 

社会科学研究科 
経済学専攻 27 

グローバルビジネス専攻 15 

 
附 則（令和８年３月 30 日改正） 

 （施行期日） 

１ この学則は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 工学研究科電気物性工学専攻、電子情報工学専攻、機械工学専攻、材料・放射光工

学専攻、応用化学専攻及び化学工学専攻は、第２条第 1項及び第２項の規定にかかわ

らず、令和８年３月 31 日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日ま

での間、存続するものとする。 

３ 令和８年度及び令和９年度における工学研究科電気物性工学専攻、電子情報工学専

攻、機械工学専攻、材料・放射光工学専攻、応用化学専攻、化学工学専攻及び工学専

攻の収容定員は、第２条第２項の規定にかかわらず、次のとおりとする。 

令和８年度 令和９年度
博士前期課程 25 －
博士後期課程 6 3
博士前期課程 25 －
博士後期課程 8 4
博士前期課程 25 －
博士後期課程 6 3
博士前期課程 25 －
博士後期課程 8 4
博士前期課程 25 －
博士後期課程 6 3
博士前期課程 25 －
博士後期課程 6 3
博士前期課程 150 300
博士後期課程 20 40

収容定員

工学研究科

電気物性工学専攻

電子情報工学専攻

機械工学専攻

材料・放射光工学専攻

応用化学専攻

化学工学専攻

工学専攻

研究科名 専攻名 課程名
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附 則（令和４年 12月 22 日改正） 

 （施行期日） 

１ この学則は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 令和５年度における社会科学研究科経済学専攻及びグローバルビジネス専攻博士

前期課程の収容定員は、第２条第２項の規定にかかわらず、次のとおりとする。 

研究科名 専攻名 
博士前期課程 

令和 5年度 

社会科学研究科 
経済学専攻 27 

グローバルビジネス専攻 15 

 
附 則（令和８年３月 30 日改正） 

 （施行期日） 

１ この学則は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 工学研究科電気物性工学専攻、電子情報工学専攻、機械工学専攻、材料・放射光工

学専攻、応用化学専攻及び化学工学専攻は、第２条第 1項及び第２項の規定にかかわ

らず、令和８年３月 31 日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日ま

での間、存続するものとする。 

３ 令和８年度及び令和９年度における工学研究科電気物性工学専攻、電子情報工学専

攻、機械工学専攻、材料・放射光工学専攻、応用化学専攻、化学工学専攻及び工学専

攻の収容定員は、第２条第２項の規定にかかわらず、次のとおりとする。 

令和８年度 令和９年度
博士前期課程 25 －
博士後期課程 6 3
博士前期課程 25 －
博士後期課程 8 4
博士前期課程 25 －
博士後期課程 6 3
博士前期課程 25 －
博士後期課程 8 4
博士前期課程 25 －
博士後期課程 6 3
博士前期課程 25 －
博士後期課程 6 3
博士前期課程 150 300
博士後期課程 20 40

収容定員

工学研究科

電気物性工学専攻

電子情報工学専攻

機械工学専攻

材料・放射光工学専攻

応用化学専攻

化学工学専攻

工学専攻

研究科名 専攻名 課程名

 

兵庫県立大学理学研究科規程第１号 

理学研究科規程 
（趣旨） 

第１条  この規程は、兵庫県立大学大学院学則（平成 25 年法人規程第７６号。

以下「大学院学則」という。）に基づき、理学研究科（以下「本研究科」とい

う。）の教育課程及び履修方法等に関して必要な事項を定めるものとする。 

（専決事項の規定） 

第２条  兵庫県公立大学法人決裁規程（平成 25 年法人規程第６号）第４条に

規定する専決事項として研究科長が専決するものについて、この規程におい

ては、研究科長が許可又は決定を行うものとして規定する。 

（教育研究上の目的） 

第３条 本研究科は、物質科学、生命科学あるいは地球科学の分野において真

理の探求と知の創造を重視した独創的かつ先駆的な研究を推進するとともに、

自然科学全般についての広い視野と高度の専門知識および高い倫理観を兼ね

備えた世界的に活躍する研究者、技術者、教育者および各界のリーダーとし

て活躍する人材を育成することを目的とする。 

２ 前期課程においては、広範な専門知識の教授と研究指導を通して、専攻分

野における基本的研究能力および問題解決能力をもつとともに、豊かな人間

性、高い倫理観を兼ね備えた人材を育成する。後期課程においては、高度な

専門知識の教授と研究指導を通して、専攻分野での研究者として自立した研

究活動ができ、また解決すべき課題を自ら発掘し解決する力を身につけ、か

つその成果を倫理的、客観的に評価できる人材を育成する。 
（授業科目及び単位数） 

第４条 本研究科の授業科目及び単位数その他履修方法については、別表第１

のとおりとする。 

２ 授業科目の種別及び授業時間数等は次のとおりとする。 
(1) 講義及び演習については、１５時間の授業をもって１単位とする。 
(2) 実験、実習及び実技等については、４５時間の授業をもって１単位とす

る。 

（他研究科の授業科目の履修） 

第５条 学生は、他研究科の授業科目を履修しようとするときは、研究科長の

許可を得なければならない。 

２ 研究科長は、前項の規定により、他研究科授業科目の履修に係る許可をす

る場合にあっては、関係研究科長に協議しなければならない。 

３ 第１項の規定により、履修した授業科目のうち、１２単位を限度に教授会

の意見を聴いた上で研究科長が適当と認めるものについては、修了所要単位

に算入することができる。 

 （指導教員） 

第６条 学生について、指導教員を定める。 

２ 指導教員は、学生が所属する分野の教授又は准教授とする。 
（履修手続） 

第７条 学生は、履修しようとする授業科目については、指導教員の承認を得

た上、毎学年の所定の期日までに履修願を学務所管課に提出しなければなら

ない。 

２ 前項に規定する期日までに履修願を提出しなかった科目については、授業

及び試験を受けることができない。 
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  （単位認定） 

第８条 単位認定は、試験等により授業科目担当教員が行い、これに合格した

学生に対しては、当該授業科目所定の単位を与える。 

  （成績の評価） 

第９条 授業科目の成績は、試験の結果及び日常の学習状況を総合して、次の

基準により評価する。 

（１）成績は１００点満点とし、６０点以上をもって合格とする。 

（２）合格した科目には所定の単位を与える。 

（３）合格した科目の成績は、Ｓ、Ａ、Ｂ及びＣの評語をもって表し、その区

分は、次のとおりとする。 

評語 区分 評価の基準 

Ｓ 90 点以上 到達目標を十分に達成できている非常に優れた成績 

Ａ 80点以上90点未満 到達目標を十分に達成できている優れた成績 

Ｂ 70点以上80点未満 到達目標を達成できている成績 

Ｃ 60点以上70点未満 到達目標を最低限達成できている成績 

２ 合格した科目については再評価しない。 

３ 休学期間中に開講されている科目については、その単位を認めない。 

（転学） 

第 10 条 大学院学則第 22 条第 1 項の規定により、他の大学院に転学を希望す

る者は、転学許可願（様式第１号）を、所定の期日までに学務課に提出し学

長の許可を受けなければならない。 

２ 大学院学則第 22 条第 3 項の規定により、本研究科に転学を希望する者は、

転学許可願（様式第２号）を、所定の期日までに学務課に提出し学長の許可

を受けなければならない。 

  （転研究科） 

第 11 条 研究科長は、大学院学則第 23 条の規定により転研究科を希望する者

について、教授会の意見を聴いた上で、これを許可することができる。 

  ２ 研究科長は、学生が、本学大学院の他の研究科に転科を希望する旨を   

申し出たときは、教授会の意見を聴いた上で、これを許可することができる。 

３ 研究科長は、本研究科への転科を希望する者があるときは、志望専攻科で

審査のうえ、教授会の意見を聴いた上で、相当する年次に転研究科を許可す

ることができる。 

４ 本研究科に転科を希望する者に係る資格は、本学大学院の他の研究科に在

学する者で、課程の途中において本研究科に転科を希望する者とする。 

５ 前項の審査に関し必要な事項は、研究科委員会(以下「委員会」という。)

の意見を聴いた上で、研究科長が別に定める。 

  （転専攻） 

第 12 条 研究科長は、大学院学則第 24 条の規定により、学生が他の専攻に転

専攻を希望する旨を申し出たときは、審査のうえ、教授会の意見を聴いた上

で、相当する年次に転専攻を許可することができる。 

２ 前項の審査に関し必要な事項は、委員会の意見を聴いた上で、研究科長が

別に定める。 

（転研究科及び転専攻の既修得単位等の取扱い） 

第 13条 前３条の規定により、転研究科及び転専攻を許可された者の、既に修

得した授業科目及び単位数等の取扱い並びに在学すべき年数については、委

員会及び教授会の意見を聴いた上で研究科長が決定する。 
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  （単位認定） 

第８条 単位認定は、試験等により授業科目担当教員が行い、これに合格した

学生に対しては、当該授業科目所定の単位を与える。 

  （成績の評価） 

第９条 授業科目の成績は、試験の結果及び日常の学習状況を総合して、次の

基準により評価する。 

（１）成績は１００点満点とし、６０点以上をもって合格とする。 

（２）合格した科目には所定の単位を与える。 

（３）合格した科目の成績は、Ｓ、Ａ、Ｂ及びＣの評語をもって表し、その区

分は、次のとおりとする。 

評語 区分 評価の基準 

Ｓ 90 点以上 到達目標を十分に達成できている非常に優れた成績 

Ａ 80点以上90点未満 到達目標を十分に達成できている優れた成績 

Ｂ 70点以上80点未満 到達目標を達成できている成績 

Ｃ 60点以上70点未満 到達目標を最低限達成できている成績 

２ 合格した科目については再評価しない。 

３ 休学期間中に開講されている科目については、その単位を認めない。 

（転学） 

第 10 条 大学院学則第 22 条第 1 項の規定により、他の大学院に転学を希望す

る者は、転学許可願（様式第１号）を、所定の期日までに学務課に提出し学

長の許可を受けなければならない。 

２ 大学院学則第 22 条第 3 項の規定により、本研究科に転学を希望する者は、

転学許可願（様式第２号）を、所定の期日までに学務課に提出し学長の許可

を受けなければならない。 

  （転研究科） 

第 11 条 研究科長は、大学院学則第 23 条の規定により転研究科を希望する者

について、教授会の意見を聴いた上で、これを許可することができる。 

  ２ 研究科長は、学生が、本学大学院の他の研究科に転科を希望する旨を   

申し出たときは、教授会の意見を聴いた上で、これを許可することができる。 

３ 研究科長は、本研究科への転科を希望する者があるときは、志望専攻科で

審査のうえ、教授会の意見を聴いた上で、相当する年次に転研究科を許可す

ることができる。 

４ 本研究科に転科を希望する者に係る資格は、本学大学院の他の研究科に在

学する者で、課程の途中において本研究科に転科を希望する者とする。 

５ 前項の審査に関し必要な事項は、研究科委員会(以下「委員会」という。)

の意見を聴いた上で、研究科長が別に定める。 

  （転専攻） 

第 12 条 研究科長は、大学院学則第 24 条の規定により、学生が他の専攻に転

専攻を希望する旨を申し出たときは、審査のうえ、教授会の意見を聴いた上

で、相当する年次に転専攻を許可することができる。 

２ 前項の審査に関し必要な事項は、委員会の意見を聴いた上で、研究科長が

別に定める。 

（転研究科及び転専攻の既修得単位等の取扱い） 

第 13条 前３条の規定により、転研究科及び転専攻を許可された者の、既に修

得した授業科目及び単位数等の取扱い並びに在学すべき年数については、委

員会及び教授会の意見を聴いた上で研究科長が決定する。 

 

 

 

 

（修士論文又は博士論文） 

第 14 条 所定の期間在学した学生は、修士論文又は博士論文を提出することが

できる。 

２ 大学院学則第 25 条第 4 項及び第 27 条第 3 項の規定により、修士論文又は

博士論文の提出の期限、審査の方法その他学位の授与に関する事項は学位規

程に従う。 

（最終試験） 

第 15 条 大学院学則第 25 条第 4項及び第 27 条第 3項の規定により、最終試験

は所定の単位を修得し、前条に規定する修士論文又は博士論文を提出したも

のについて行う。 

（教育職員免許状授与の所要資格の取得） 

第 16 条 教育職員免許法（昭和 24 年法律第 147 号）による専修免許状を取得

しようとする者は、大学院学則第 25 条に規定する要件のほか、基礎免許状取

得のための要件を満たしたうえで、別表第２に定める科目のうち、同法及び

教育職員免許法施行規則（昭和 29 年文部省令第 26 号）に定める単位を取得

しなければならない。 

２ 本研究科において取得できる免許状の種類及び教科は次のとおりとする。 

 

専攻名 基礎免許状 免許状の種類 免許教科 

物質科学専攻 

中学校教諭１種免許状 数学 中学校教諭専修免許状 数学 

高等学校教諭１種免許状 数学 高等学校教諭専修免許状 数学 

中学校教諭１種免許状 理科 中学校教諭専修免許状 理科 

高等学校教諭１種免許状 理科 高等学校教諭専修免許状 理科 

生命科学専攻 
中学校教諭１種免許状 理科 中学校教諭専修免許状 理科 

高等学校教諭１種免許状 理科 高等学校教諭専修免許状 理科 

 

（理学部生による授業科目の受講） 

第 17 条 理学部規程第 13 条の規定により本学理学部学生が受講できる博士前 

 期課程授業科目は、研究科委員会の意見を聴いた上で、研究科長が指定する。 

２ 前項において指定した科目の修得単位は、入学後本研究科の修得単位とし

て認める。 

（履修方法に関する研究科履修規程への委任） 
第 18 条 この規程に定めるもののほか、履修方法については、理学部規程及び

理学部履修規程の定めるところによる。 
 

    附 則 

この規程は、令和３年４月 1日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和４年４月 1日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和５年４月 1日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和６年４月 1日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和７年４月 1日から施行する。 
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(令和6年度以降入学生)

必　修 選　択 自　由

物性理論物理学 1・2 2

微分幾何学 1・2 2

偏微分方程式論 1・2 2

幾何学 1・2 2

代数幾何学 1・2 2

確率微分方程式論 1・2 2

実解析学 1・2 2

符号理論と暗号 1・2 2

逆問題 1・2 2

★量子シミュレーション科学 1・2 2

量子物質情報理論学 1・2 2

強相関物質科学 1・2 2

生体分子機能計測学 1・2 2

生体高分子計算科学論 1・2 2

物質基礎解析学特別講究ⅠＣ 1 4

物質基礎解析学特別講究ⅠＤ 1 4

物質基礎解析学特別講究ⅡＣ 2 4

物質基礎解析学特別講究ⅡＤ 2 4

物質基礎解析学特別演習ⅠＣ 1・2 1 部門所属学生のみ履修可

物質基礎解析学特別演習ⅠＤ 1・2 1 部門所属学生のみ履修可

超伝導物理学 1・2 2

磁性物理学 1・2 2

★放射光物性論 1・2 2

放射線量子物性論 1・2 2

磁気共鳴分光学 1・2 2

レーザー物理学 1・2 2

低温物理学 1・2 2

★放射光Ｘ線結像光学 1・2 2

放射線計測学 1・2 2

★先端光ビーム科学 1・2 2

光学赤外線天文学 1・2 2

放射光電子構造学 1・2 2

固体電子構造論 1・2 2

物質機能解析学特別実験ⅠＡ 1 4

物質機能解析学特別実験ⅠＢ 1 4

物質機能解析学特別実験ⅡＡ 2 4

物質機能解析学特別実験ⅡＢ 2 4

物質機能解析学特別演習ⅠＡ 1・2 1 部門所属学生のみ履修可

物質機能解析学特別演習ⅠＢ 1・2 1 部門所属学生のみ履修可

有機金属化学 1・2 2

★化学物理学 1・2 2

★錯体構造論 1・2 2

構造有機化学 1・2 2

無機構造論 1・2 2

有機電子物性論 1・2 2

光機能性物質学 1・2 2

放射光表面界面構造論 1・2 2

放射光構造物性論 1・2 2 令和7年度以降入学生のみ履修可

極限環境構造物性学 1・2 2

高温高圧物質合成論 1・2 2

地球物質評価論 1・2 2

岩石圏物質循環論 1・2 2

物質構造制御学特別実験ⅠＡ 1 4

物質構造制御学特別実験ⅠＢ 1 4

物質構造制御学特別実験ⅡＡ 2 4

物質構造制御学特別実験ⅡＢ 2 4

物質構造制御学特別演習ⅠＡ 1・2 1 部門所属学生のみ履修可

物質構造制御学特別演習ⅠＢ 1・2 1 部門所属学生のみ履修可

部門所属学生のみ履修可
特別講究ⅠとⅡから少なくとも１科目（８単
位）以上を修得のこと。
Ⅰは「ⅠCとⅠD」の一組、Ⅱは「ⅡCとⅡD」
の一組を１科目（８単位）とする。

部門所属学生のみ履修可
特別実験ⅠとⅡから少なくとも１科目（８単
位）以上を修得のこと。
Ⅰは「ⅠＡとⅠＢ」の一組、Ⅱは「ⅡＡとⅡ
Ｂ」の一組を１科目（８単位）とする。

部門所属学生のみ履修可
特別実験ⅠとⅡから少なくとも１科目（８単
位）以上を修得のこと。
Ⅰは「ⅠＡとⅠＢ」の一組、Ⅱは「ⅡＡとⅡ
Ｂ」の一組を１科目（８単位）とする。

別表第１（第４条関係）

物質科学専攻　博士前期課程

科目
区分

授業科目の名称 配当年次
単位数

備考

物
質
基
礎
解
析
学
部
門
科
目

物
質
機
能
解
析
学
部
門
科
目

物
質
構
造
制
御
学
部
門
科
目
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(令和6年度以降入学生)

必　修 選　択 自　由

物性理論物理学 1・2 2

微分幾何学 1・2 2

偏微分方程式論 1・2 2

幾何学 1・2 2

代数幾何学 1・2 2

確率微分方程式論 1・2 2

実解析学 1・2 2

符号理論と暗号 1・2 2

逆問題 1・2 2

★量子シミュレーション科学 1・2 2

量子物質情報理論学 1・2 2

強相関物質科学 1・2 2

生体分子機能計測学 1・2 2

生体高分子計算科学論 1・2 2

物質基礎解析学特別講究ⅠＣ 1 4

物質基礎解析学特別講究ⅠＤ 1 4

物質基礎解析学特別講究ⅡＣ 2 4

物質基礎解析学特別講究ⅡＤ 2 4

物質基礎解析学特別演習ⅠＣ 1・2 1 部門所属学生のみ履修可

物質基礎解析学特別演習ⅠＤ 1・2 1 部門所属学生のみ履修可

超伝導物理学 1・2 2

磁性物理学 1・2 2

★放射光物性論 1・2 2

放射線量子物性論 1・2 2

磁気共鳴分光学 1・2 2

レーザー物理学 1・2 2

低温物理学 1・2 2

★放射光Ｘ線結像光学 1・2 2

放射線計測学 1・2 2

★先端光ビーム科学 1・2 2

光学赤外線天文学 1・2 2

放射光電子構造学 1・2 2

固体電子構造論 1・2 2

物質機能解析学特別実験ⅠＡ 1 4

物質機能解析学特別実験ⅠＢ 1 4

物質機能解析学特別実験ⅡＡ 2 4

物質機能解析学特別実験ⅡＢ 2 4

物質機能解析学特別演習ⅠＡ 1・2 1 部門所属学生のみ履修可

物質機能解析学特別演習ⅠＢ 1・2 1 部門所属学生のみ履修可

有機金属化学 1・2 2

★化学物理学 1・2 2

★錯体構造論 1・2 2

構造有機化学 1・2 2

無機構造論 1・2 2

有機電子物性論 1・2 2

光機能性物質学 1・2 2

放射光表面界面構造論 1・2 2

放射光構造物性論 1・2 2 令和7年度以降入学生のみ履修可

極限環境構造物性学 1・2 2

高温高圧物質合成論 1・2 2

地球物質評価論 1・2 2

岩石圏物質循環論 1・2 2

物質構造制御学特別実験ⅠＡ 1 4

物質構造制御学特別実験ⅠＢ 1 4

物質構造制御学特別実験ⅡＡ 2 4

物質構造制御学特別実験ⅡＢ 2 4

物質構造制御学特別演習ⅠＡ 1・2 1 部門所属学生のみ履修可

物質構造制御学特別演習ⅠＢ 1・2 1 部門所属学生のみ履修可

部門所属学生のみ履修可
特別講究ⅠとⅡから少なくとも１科目（８単
位）以上を修得のこと。
Ⅰは「ⅠCとⅠD」の一組、Ⅱは「ⅡCとⅡD」
の一組を１科目（８単位）とする。

部門所属学生のみ履修可
特別実験ⅠとⅡから少なくとも１科目（８単
位）以上を修得のこと。
Ⅰは「ⅠＡとⅠＢ」の一組、Ⅱは「ⅡＡとⅡ
Ｂ」の一組を１科目（８単位）とする。

部門所属学生のみ履修可
特別実験ⅠとⅡから少なくとも１科目（８単
位）以上を修得のこと。
Ⅰは「ⅠＡとⅠＢ」の一組、Ⅱは「ⅡＡとⅡ
Ｂ」の一組を１科目（８単位）とする。

別表第１（第４条関係）

物質科学専攻　博士前期課程

科目
区分

授業科目の名称 配当年次
単位数

備考

物
質
基
礎
解
析
学
部
門
科
目

物
質
機
能
解
析
学
部
門
科
目

物
質
構
造
制
御
学
部
門
科
目

(令和6年度以降入学生)

必　修 選　択 自　由

別表第１（第４条関係）

物質科学専攻　博士前期課程

科目
区分

授業科目の名称 配当年次
単位数

備考

光物理化学 1・2 2

有機反応化学 1・2 2

☆機器分析学 1・2 2

分子分光学 1・2 2

有機合成化学 1・2 2

☆情報変換化学 1・2 2

分子機能設計論Ⅰ 1・2 2

分子機能設計論Ⅱ 1・2 2

物質反応解析学特別実験ⅠＡ 1 4

物質反応解析学特別実験ⅠＢ 1 4

物質反応解析学特別実験ⅡＡ 2 4

物質反応解析学特別実験ⅡＢ 2 4

物質反応解析学特別演習ⅠＡ 1・2 1 部門所属学生のみ履修可

物質反応解析学特別演習ⅠＢ 1・2 1 部門所属学生のみ履修可

物質英語特別講義演習Ⅰ 1・2 1

物質英語特別講義演習Ⅱ 1・2 1

【最先端放射光科学】 部門の単位に含む

★量子シミュレーション科学 1・2 2 （★印　再掲）

★放射光物性論 1・2 2

★放射光Ｘ線結像光学 1・2 2

★化学物理学 1・2 2

★錯体構造論 1・2 2

★先端光ビーム科学 1・2 2

放射光特別実習 1・2 1

【部門共通特別科目】 部門の単位に含まない

〔共通科目〕

産学連携実践講義 1・2 2 フォトンサイエンスコース学生必修

装置実習Ⅳ(電顕/イメージング） 1・2 2

〔専攻コース特別科目〕 フォトンサイエンスコースのみ履修可

装置実習Ｉ(SPring-8/SACLA Basic） 1・2 2 フォトンサイエンスコース学生必修

装置実習Ⅱ(SPring-8/SACLA Advanced） 2 2

装置実習Ⅲ(振動分光/計算機） 1・2 2

装置実習Ⅳ(電顕/イメージング）【再掲】 1・2 2

フォトンサイエンス特論 1・2 2 フォトンサイエンスコース学生必修

☆機器分析学 1・2 2 （☆印　再掲）

☆情報変換化学 1・2 2 （☆印　再掲）

医療健康工学概論 1・2 2 他専攻科目

分子細胞構造学 1・2 2 他専攻科目

分子細胞機能学 1・2 2 他専攻科目

人間健康科学特論 1・2 2

臨床食環境栄養特論 1・2 2

看護と保健政策 1・2 2

病院情報システム特論 1・2 2

部門所属学生のみ履修可
特別実験ⅠとⅡから少なくとも１科目（８単
位）以上を修得のこと。
Ⅰは「ⅠＡとⅠＢ」の一組、Ⅱは「ⅡＡとⅡ
Ｂ」の一組を１科目（８単位）とする。

修士論文及び最終試験に合格すること。

物
質
反
応
解
析
学
部
門
科
目

分野共
通科目

部門の単位に含む

フォトンサイエンスコース学生２単位
以上修得

分
野
共
通
科
目

大
講
座
横
断
プ
ロ
グ
ラ
ム

部
門
共
通
特
別
科
目

※自由科目は修了所要単位に算入しない。

修了要件
うち自部門科目から14単位以上修得すること。

原則2年以上在学して、必要な研究指導を受けること。

自専攻科目及び他専攻科目から30単位以上修得すること。

先
端
医
療
工
学
研
究
所
共

通
科
目
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(令和6年度以降入学生)

必　修 選　択 自　由

生体分子化学 細胞 1・2 2

生体分子構造論 構造 1・2 2

生体高分子構造論 構造 1・2 2

生体超分子構造解析学 構造 1・2 2

生体分子分光学 構造 1・2 2

生体分子設計学 細胞 1・2 2

生体高分子結晶学 構造 1・2 2

生体金属分子科学 構造 1・2 2

放射光構造生物学 構造 1・2 2

放射光動的構造解析学 構造 1・2 2

生体物質構造解析学特別実験ⅠＡ 1 4

生体物質構造解析学特別実験ⅠＢ 1 4

生体物質構造解析学特別実験ⅡＡ 2 4

生体物質構造解析学特別実験ⅡＢ 2 4

生体物質構造解析学特別演習ⅠＡ 1・2 1 部門所属学生のみ履修可

生体物質構造解析学特別演習ⅠＢ 1・2 1 部門所属学生のみ履修可

生体分子機能学 細胞 1・2 2

生体高分子生理機能学 細胞 1・2 2

生体情報分子生化学 細胞 1・2 2

生体分子代謝論 細胞 1・2 2

生体情報分子機能学 細胞 1・2 2

生体高分子動態論 細胞 1・2 2

生体超分子機械学 細胞 1・2 2

生体分子機能計測学 構造 1・2 2

生体高分子機能解析論 細胞 1・2 2

生体高分子計算科学論 構造 1・2 2

生体物質機能解析学特別実験ⅠＡ 1 4

生体物質機能解析学特別実験ⅠＢ 1 4

生体物質機能解析学特別実験ⅡＡ 2 4

生体物質機能解析学特別実験ⅡＢ 2 4

生体物質機能解析学特別演習ⅠＡ 1・2 1 部門所属学生のみ履修可

生体物質機能解析学特別演習ⅠＢ 1・2 1 部門所属学生のみ履修可

分子細胞遺伝学 細胞 1・2 2

☆分子細胞構造学 構造 1・2 2

分子発生・再生生物学　　 細胞 1・2 2

形態形成学 細胞 1・2 2

分子情報生理学 細胞 1・2 2

分子情報遺伝学 細胞 1・2 2

分子細胞生理学 構造 1・2 2

☆分子細胞機能学 細胞 1・2 2

放射光超分子機能解析学 構造 1・2 2

放射光構造生命化学 構造 1・2 2

細胞機能解析学特別実験ⅠＡ 1 4

細胞機能解析学特別実験ⅠＢ 1 4

細胞機能解析学特別実験ⅡＡ 2 4

細胞機能解析学特別実験ⅡＢ 2 4

細胞機能解析学特別演習ⅠＡ 1・2 1 部門所属学生のみ履修可

細胞機能解析学特別演習ⅠＢ 1・2 1 部門所属学生のみ履修可

細胞系所属学生は構造系科目から４単
位以上修得すること。
構造系所属学生は細胞系科目から４単
位以上修得すること。
学生が所属する系は指導教員の担当授
業科目の系と同一である。

生
体
物
質
機
能
解
析
学
部
門
科
目

細胞系所属学生は構造系科目から４単
位以上修得すること。
構造系所属学生は細胞系科目から４単
位以上修得すること。
学生が所属する系は指導教員の担当授
業科目の系と同一である。

細胞系所属学生は構造系科目から４単
位以上修得すること。
構造系所属学生は細胞系科目から４単
位以上修得すること。
学生が所属する系は指導教員の担当授
業科目の系と同一である。

部門所属学生のみ履修可
特別実験ⅠとⅡから少なくとも１科目
（８単位）以上を修得のこと。
Ⅰは「ⅠＡとⅠＢ」の一組、Ⅱは「Ⅱ
ＡとⅡＢ」の一組を１科目（８単位）
とする。

部門所属学生のみ履修可
特別実験ⅠとⅡから少なくとも１科目
（８単位）以上を修得のこと。
Ⅰは「ⅠＡとⅠＢ」の一組、Ⅱは「Ⅱ
ＡとⅡＢ」の一組を１科目（８単位）
とする。

部門所属学生のみ履修可
特別実験ⅠとⅡから少なくとも１科目
（８単位）以上を修得のこと。
Ⅰは「ⅠＡとⅠＢ」の一組、Ⅱは「Ⅱ
ＡとⅡＢ」の一組を１科目（８単位）
とする。

生
体
物
質
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造
解
析
学
部
門
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目

細
胞
機
能
解
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目

別表第１（第４条関係）

生命科学専攻　博士前期課程

科目
区分

授業科目の名称 配当年次
単位数

備考系

－ 80－



(令和6年度以降入学生)

必　修 選　択 自　由

生体分子化学 細胞 1・2 2

生体分子構造論 構造 1・2 2

生体高分子構造論 構造 1・2 2

生体超分子構造解析学 構造 1・2 2

生体分子分光学 構造 1・2 2

生体分子設計学 細胞 1・2 2

生体高分子結晶学 構造 1・2 2

生体金属分子科学 構造 1・2 2

放射光構造生物学 構造 1・2 2

放射光動的構造解析学 構造 1・2 2

生体物質構造解析学特別実験ⅠＡ 1 4

生体物質構造解析学特別実験ⅠＢ 1 4

生体物質構造解析学特別実験ⅡＡ 2 4

生体物質構造解析学特別実験ⅡＢ 2 4

生体物質構造解析学特別演習ⅠＡ 1・2 1 部門所属学生のみ履修可

生体物質構造解析学特別演習ⅠＢ 1・2 1 部門所属学生のみ履修可

生体分子機能学 細胞 1・2 2

生体高分子生理機能学 細胞 1・2 2

生体情報分子生化学 細胞 1・2 2

生体分子代謝論 細胞 1・2 2

生体情報分子機能学 細胞 1・2 2

生体高分子動態論 細胞 1・2 2

生体超分子機械学 細胞 1・2 2

生体分子機能計測学 構造 1・2 2

生体高分子機能解析論 細胞 1・2 2

生体高分子計算科学論 構造 1・2 2

生体物質機能解析学特別実験ⅠＡ 1 4

生体物質機能解析学特別実験ⅠＢ 1 4

生体物質機能解析学特別実験ⅡＡ 2 4

生体物質機能解析学特別実験ⅡＢ 2 4

生体物質機能解析学特別演習ⅠＡ 1・2 1 部門所属学生のみ履修可

生体物質機能解析学特別演習ⅠＢ 1・2 1 部門所属学生のみ履修可

分子細胞遺伝学 細胞 1・2 2

☆分子細胞構造学 構造 1・2 2

分子発生・再生生物学　　 細胞 1・2 2

形態形成学 細胞 1・2 2

分子情報生理学 細胞 1・2 2

分子情報遺伝学 細胞 1・2 2

分子細胞生理学 構造 1・2 2

☆分子細胞機能学 細胞 1・2 2

放射光超分子機能解析学 構造 1・2 2

放射光構造生命化学 構造 1・2 2

細胞機能解析学特別実験ⅠＡ 1 4

細胞機能解析学特別実験ⅠＢ 1 4

細胞機能解析学特別実験ⅡＡ 2 4

細胞機能解析学特別実験ⅡＢ 2 4

細胞機能解析学特別演習ⅠＡ 1・2 1 部門所属学生のみ履修可

細胞機能解析学特別演習ⅠＢ 1・2 1 部門所属学生のみ履修可

細胞系所属学生は構造系科目から４単
位以上修得すること。
構造系所属学生は細胞系科目から４単
位以上修得すること。
学生が所属する系は指導教員の担当授
業科目の系と同一である。

生
体
物
質
機
能
解
析
学
部
門
科
目

細胞系所属学生は構造系科目から４単
位以上修得すること。
構造系所属学生は細胞系科目から４単
位以上修得すること。
学生が所属する系は指導教員の担当授
業科目の系と同一である。

細胞系所属学生は構造系科目から４単
位以上修得すること。
構造系所属学生は細胞系科目から４単
位以上修得すること。
学生が所属する系は指導教員の担当授
業科目の系と同一である。

部門所属学生のみ履修可
特別実験ⅠとⅡから少なくとも１科目
（８単位）以上を修得のこと。
Ⅰは「ⅠＡとⅠＢ」の一組、Ⅱは「Ⅱ
ＡとⅡＢ」の一組を１科目（８単位）
とする。

部門所属学生のみ履修可
特別実験ⅠとⅡから少なくとも１科目
（８単位）以上を修得のこと。
Ⅰは「ⅠＡとⅠＢ」の一組、Ⅱは「Ⅱ
ＡとⅡＢ」の一組を１科目（８単位）
とする。

部門所属学生のみ履修可
特別実験ⅠとⅡから少なくとも１科目
（８単位）以上を修得のこと。
Ⅰは「ⅠＡとⅠＢ」の一組、Ⅱは「Ⅱ
ＡとⅡＢ」の一組を１科目（８単位）
とする。

生
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学
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門
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目
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目

別表第１（第４条関係）

生命科学専攻　博士前期課程

科目
区分

授業科目の名称 配当年次
単位数

備考系

(令和6年度以降入学生)

必　修 選　択 自　由

別表第１（第４条関係）

生命科学専攻　博士前期課程

科目
区分

授業科目の名称 配当年次
単位数

備考系

地球物質評価論 1・2 2

岩石圏物質循環論 1・2 2

地球環境科学特別実験ⅠＡ 1 4

地球環境科学特別実験ⅠＢ 1 4

地球環境科学特別実験ⅡＡ 2 4

地球環境科学特別実験ⅡＢ 2 4

地球環境科学特別演習ⅠＡ 1・2 1 部門所属学生のみ履修可

地球環境科学特別演習ⅠＢ 1・2 1 部門所属学生のみ履修可

生命科学特別講義Ⅰ 1・2 1 部門の単位に含む

生命科学特別講義Ⅱ 1・2 1

発生・再生科学セミナー 1・2 1

生命英語特別講義演習Ⅰ 1・2 1

生命英語特別講義演習Ⅱ 1・2 1

【部門共通特別科目】 部門の単位に含まない

〔共通科目〕

産学連携実践講義 1・2 2 ピコバイオロジーコース学生必修

装置実習Ⅳ(電顕/イメージング） 1・2 2

〔専攻コース特別科目〕 ピコバイオロジーコースのみ履修可

装置実習Ｉ(SPring-8/SACLA Basic） 1・2 2 ピコバイオロジーコース学生必修

装置実習Ⅱ(SPring-8/SACLA Advanced） 2 2

装置実習Ⅲ(振動分光/計算機） 1・2 2

装置実習Ⅳ(電顕/イメージング）【再掲】 1・2 2

ピコバイオロジー特論 1・2 2 ピコバイオロジーコース学生必修

機器分析学 1・2 2 他専攻科目

情報変換化学 1・2 2 他専攻科目

医療健康工学概論 1・2 2 他専攻科目

☆分子細胞構造学 1・2 2 （☆印　再掲）

☆分子細胞機能学 1・2 2 （☆印　再掲）

人間健康科学特論 1・2 2

臨床食環境栄養特論 1・2 2

看護と保健政策 1・2 2

病院情報システム特論 1・2 2

修了要件

原則2年以上在学して、必要な研究指導を受けること。

自専攻科目及び他専攻科目から30単位以上修得すること。

うち自部門科目から14単位以上修得すること。

修士論文及び最終試験に合格すること。

部門所属学生のみ履修可
特別実験ⅠとⅡから少なくとも１科目
（８単位）以上を修得のこと。
Ⅰは「ⅠＡとⅠＢ」の一組、Ⅱは「Ⅱ
ＡとⅡＢ」の一組を１科目（８単位）
とする。

他部門又は他専攻から４単位以上修得
すること。

※自由科目は修了所要単位に算入しない。
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ピコバイオロジーコース学生２
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(令和6年度以降入学生)

必　修 選　択 自　由

物質基礎解析学特別講究ⅢＡ 1 4

物質基礎解析学特別講究ⅢＢ 1 4

物質基礎解析学特別講究ⅣＡ 2 4

物質基礎解析学特別講究ⅣＢ 2 4

物質基礎解析学特別講究ⅤＡ 3 4

物質基礎解析学特別講究ⅤＢ 3 4

物質基礎解析学特別演習ⅡＡ １～３ 1 部門所属学生のみ履修可

物質基礎解析学特別演習ⅡＢ １～３ 1 部門所属学生のみ履修可

物質機能解析学特別実験ⅢＡ 1 4

物質機能解析学特別実験ⅢＢ 1 4

物質機能解析学特別実験ⅣＡ 2 4

物質機能解析学特別実験ⅣＢ 2 4

物質機能解析学特別実験ⅤＡ 3 4

物質機能解析学特別実験ⅤＢ 3 4

物質機能解析学特別演習ⅡＡ １～３ 1 部門所属学生のみ履修可

物質機能解析学特別演習ⅡＢ １～３ 1 部門所属学生のみ履修可

物質構造制御学特別実験ⅢＡ 1 4

物質構造制御学特別実験ⅢＢ 1 4

物質構造制御学特別実験ⅣＡ 2 4

物質構造制御学特別実験ⅣＢ 2 4

物質構造制御学特別実験ⅤＡ 3 4

物質構造制御学特別実験ⅤＢ 3 4

物質構造制御学特別演習ⅡＡ １～３ 1 部門所属学生のみ履修可

物質構造制御学特別演習ⅡＢ １～３ 1 部門所属学生のみ履修可

物質反応解析学特別実験ⅢＡ 1 4

物質反応解析学特別実験ⅢＢ 1 4

物質反応解析学特別実験ⅣＡ 2 4

物質反応解析学特別実験ⅣＢ 2 4

物質反応解析学特別実験ⅤＡ 3 4

物質反応解析学特別実験ⅤＢ 3 4

物質反応解析学特別演習ⅡＡ １～３ 1 部門所属学生のみ履修可

物質反応解析学特別演習ⅡＢ １～３ 1 部門所属学生のみ履修可

【部門共通特別科目】 部門の単位に含まない

〔共通科目〕

産学連携実践講義 １～３ 2 フォトンサイエンスコース学生必修

ジョブ型研究インターンシップ １～３ 2

〔専攻コース特別科目〕 フォトンサイエンスコースのみ履修可

装置実習Ｉ(SPring-8/SACLA Basic） １～３ 2 フォトンサイエンスコース学生必修

装置実習Ⅱ(SPring-8/SACLA Advanced） １～３ 2

装置実習Ⅲ(振動分光/計算機） １～３ 2

装置実習Ⅳ(電顕/イメージング） １～３ 2

フォトンサイエンス特論 １～３ 2 フォトンサイエンスコース学生必修

物
質
反
応
解
析
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目

フォトンサイエンスコース学生２単位
以上修得

部
門
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※自由科目は修了所要単位に算入しない。

別表第１（第４条関係）

物質科学専攻　博士後期課程

科目
区分

授業科目の名称 配当年次
単位数

備考

物
質
基
礎
解
析
学
部
門
科
目

物
質
機
能
解
析
学
部
門
科
目

物
質
構
造
制
御
学
部
門
科
目

修了要件

原則3年以上在学して、必要な研究指導を受けること。

部門所属学生のみ履修可
特別講究Ⅲ若しくはⅣ若しくはⅤから少なく
とも１科目（８単位）以上を修得のこと。
Ⅲは「ⅢAとⅢB」の一組、Ⅳは「ⅣAとⅣ
B」、Ⅴは「VAとVB」の一組を１科目（８単
位）とする。

部門所属学生のみ履修可
特別実験Ⅲ若しくはⅣ若しくはⅤから少なく
とも１科目（８単位）以上を修得のこと。
Ⅲは「ⅢAとⅢB」の一組、Ⅳは「ⅣAとⅣ
B」、Ⅴは「VAとVB」の一組を１科目（８単
位）とする。

部門所属学生のみ履修可
特別実験Ⅲ若しくはⅣ若しくはⅤから少なく
とも１科目（８単位）以上を修得のこと。
Ⅲは「ⅢAとⅢB」の一組、Ⅳは「ⅣAとⅣ
B」、Ⅴは「VAとVB」の一組を１科目（８単
位）とする。

部門所属学生のみ履修可
特別実験Ⅲ若しくはⅣ若しくはⅤから少なく
とも１科目（８単位）以上を修得のこと。
Ⅲは「ⅢAとⅢB」の一組、Ⅳは「ⅣAとⅣ
B」、Ⅴは「VAとVB」の一組を１科目（８単
位）とする。

博士論文及び最終試験に合格すること。

部門共通特別科目を除く10単位以上を修得すること。

－ 82－



(令和6年度以降入学生)

必　修 選　択 自　由

物質基礎解析学特別講究ⅢＡ 1 4

物質基礎解析学特別講究ⅢＢ 1 4

物質基礎解析学特別講究ⅣＡ 2 4

物質基礎解析学特別講究ⅣＢ 2 4

物質基礎解析学特別講究ⅤＡ 3 4

物質基礎解析学特別講究ⅤＢ 3 4

物質基礎解析学特別演習ⅡＡ １～３ 1 部門所属学生のみ履修可

物質基礎解析学特別演習ⅡＢ １～３ 1 部門所属学生のみ履修可

物質機能解析学特別実験ⅢＡ 1 4

物質機能解析学特別実験ⅢＢ 1 4

物質機能解析学特別実験ⅣＡ 2 4

物質機能解析学特別実験ⅣＢ 2 4

物質機能解析学特別実験ⅤＡ 3 4

物質機能解析学特別実験ⅤＢ 3 4

物質機能解析学特別演習ⅡＡ １～３ 1 部門所属学生のみ履修可

物質機能解析学特別演習ⅡＢ １～３ 1 部門所属学生のみ履修可

物質構造制御学特別実験ⅢＡ 1 4

物質構造制御学特別実験ⅢＢ 1 4

物質構造制御学特別実験ⅣＡ 2 4

物質構造制御学特別実験ⅣＢ 2 4

物質構造制御学特別実験ⅤＡ 3 4

物質構造制御学特別実験ⅤＢ 3 4

物質構造制御学特別演習ⅡＡ １～３ 1 部門所属学生のみ履修可

物質構造制御学特別演習ⅡＢ １～３ 1 部門所属学生のみ履修可

物質反応解析学特別実験ⅢＡ 1 4

物質反応解析学特別実験ⅢＢ 1 4

物質反応解析学特別実験ⅣＡ 2 4

物質反応解析学特別実験ⅣＢ 2 4

物質反応解析学特別実験ⅤＡ 3 4

物質反応解析学特別実験ⅤＢ 3 4

物質反応解析学特別演習ⅡＡ １～３ 1 部門所属学生のみ履修可

物質反応解析学特別演習ⅡＢ １～３ 1 部門所属学生のみ履修可

【部門共通特別科目】 部門の単位に含まない

〔共通科目〕

産学連携実践講義 １～３ 2 フォトンサイエンスコース学生必修

ジョブ型研究インターンシップ １～３ 2

〔専攻コース特別科目〕 フォトンサイエンスコースのみ履修可

装置実習Ｉ(SPring-8/SACLA Basic） １～３ 2 フォトンサイエンスコース学生必修

装置実習Ⅱ(SPring-8/SACLA Advanced） １～３ 2

装置実習Ⅲ(振動分光/計算機） １～３ 2

装置実習Ⅳ(電顕/イメージング） １～３ 2

フォトンサイエンス特論 １～３ 2 フォトンサイエンスコース学生必修

物
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応
解
析
学
部
門
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目

フォトンサイエンスコース学生２単位
以上修得

部
門
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目

※自由科目は修了所要単位に算入しない。

別表第１（第４条関係）

物質科学専攻　博士後期課程

科目
区分

授業科目の名称 配当年次
単位数

備考

物
質
基
礎
解
析
学
部
門
科
目

物
質
機
能
解
析
学
部
門
科
目

物
質
構
造
制
御
学
部
門
科
目

修了要件

原則3年以上在学して、必要な研究指導を受けること。

部門所属学生のみ履修可
特別講究Ⅲ若しくはⅣ若しくはⅤから少なく
とも１科目（８単位）以上を修得のこと。
Ⅲは「ⅢAとⅢB」の一組、Ⅳは「ⅣAとⅣ
B」、Ⅴは「VAとVB」の一組を１科目（８単
位）とする。

部門所属学生のみ履修可
特別実験Ⅲ若しくはⅣ若しくはⅤから少なく
とも１科目（８単位）以上を修得のこと。
Ⅲは「ⅢAとⅢB」の一組、Ⅳは「ⅣAとⅣ
B」、Ⅴは「VAとVB」の一組を１科目（８単
位）とする。

部門所属学生のみ履修可
特別実験Ⅲ若しくはⅣ若しくはⅤから少なく
とも１科目（８単位）以上を修得のこと。
Ⅲは「ⅢAとⅢB」の一組、Ⅳは「ⅣAとⅣ
B」、Ⅴは「VAとVB」の一組を１科目（８単
位）とする。

部門所属学生のみ履修可
特別実験Ⅲ若しくはⅣ若しくはⅤから少なく
とも１科目（８単位）以上を修得のこと。
Ⅲは「ⅢAとⅢB」の一組、Ⅳは「ⅣAとⅣ
B」、Ⅴは「VAとVB」の一組を１科目（８単
位）とする。

博士論文及び最終試験に合格すること。

部門共通特別科目を除く10単位以上を修得すること。

(令和6年度以降入学生)

必　修 選　択 自　由

生体物質構造解析学特別実験ⅢＡ 1 4

生体物質構造解析学特別実験ⅢＢ 1 4

生体物質構造解析学特別実験ⅣＡ 2 4

生体物質構造解析学特別実験ⅣＢ 2 4

生体物質構造解析学特別実験ⅤＡ 3 4

生体物質構造解析学特別実験ⅤＢ 3 4

生体物質構造解析学特別演習ⅡＡ １～３ 1 部門所属学生のみ履修可

生体物質構造解析学特別演習ⅡＢ １～３ 1 部門所属学生のみ履修可

生体物質機能解析学特別実験ⅢＡ 1 4

生体物質機能解析学特別実験ⅢＢ 1 4

生体物質機能解析学特別実験ⅣＡ 2 4

生体物質機能解析学特別実験ⅣＢ 2 4

生体物質機能解析学特別実験ⅤＡ 3 4

生体物質機能解析学特別実験ⅤＢ 3 4

生体物質機能解析学特別演習ⅡＡ １～３ 1 部門所属学生のみ履修可

生体物質機能解析学特別演習ⅡＢ １～３ 1 部門所属学生のみ履修可

細胞機能解析学特別実験ⅢＡ 1 4

細胞機能解析学特別実験ⅢＢ 1 4

細胞機能解析学特別実験ⅣＡ 2 4

細胞機能解析学特別実験ⅣＢ 2 4

細胞機能解析学特別実験ⅤＡ 3 4

細胞機能解析学特別実験ⅤＢ 3 4

細胞機能解析学特別演習ⅡＡ １～３ 1 部門所属学生のみ履修可

細胞機能解析学特別演習ⅡＢ １～３ 1 部門所属学生のみ履修可

地球環境科学特別実験ⅢＡ 1 4

地球環境科学特別実験ⅢＢ 1 4

地球環境科学特別実験ⅣＡ 2 4

地球環境科学特別実験ⅣＢ 2 4

地球環境科学特別実験ⅤＡ 3 4

地球環境科学特別実験ⅤＢ 3 4

地球環境科学特別演習ⅡＡ １～３ 1 部門所属学生のみ履修可

地球環境科学特別演習ⅡＢ １～３ 1 部門所属学生のみ履修可

短期留学 １～３ 1 部門の単位に含まない

グループ指導 １～３ 1

【部門共通特別科目】 部門の単位に含まない

〔共通科目〕

産学連携実践講義 １～３ 2 ピコバイオロジーコース学生必修

ジョブ型研究インターンシップ １～３ 2

〔専攻コース特別科目〕 ピコバイオロジーコースのみ履修可

装置実習Ｉ(SPring-8/SACLA Basic） １～３ 2 ピコバイオロジーコース学生必修

装置実習Ⅱ(SPring-8/SACLA Advanced） １～３ 2

装置実習Ⅲ(振動分光/計算機） １～３ 2

装置実習Ⅳ(電顕/イメージング) １～３ 2

ピコバイオロジー特論 １～３ 2 ピコバイオロジーコース学生必修

※自由科目は修了所要単位に算入しない。

生
体
物
質
構
造
解
析
学
部
門
科
目

細
胞
機
能
解
析
学
部
門
科
目

地
球
環
境
科
学
部
門
科
目

別表第１（第４条関係）

生命科学専攻　博士後期課程

科目
区分

授業科目の名称 配当年次
単位数

備考

ピコバイオロジーコース学生２
単位以上修得

部
門
共
通
特
別
科
目

部門共
通科目

部門所属学生のみ履修可
特別実験Ⅲ若しくはⅣ若しくはⅤか
ら少なくとも１科目（８単位）以上
を修得のこと。
Ⅲは「ⅢAとⅢB」の一組、Ⅳは「ⅣA
とⅣB」、Ⅴは「VAとVB」の一組を１
科目（８単位）とする。

生
体
物
質
機
能
解
析
学
部
門
科
目

修了要件

原則3年以上在学して、必要な研究指導を受けること。

部門共通特別科目を除く12単位以上を修得すること。

博士論文及び最終試験に合格すること。

部門所属学生のみ履修可
特別実験Ⅲ若しくはⅣ若しくはⅤか
ら少なくとも１科目（８単位）以上
を修得のこと。
Ⅲは「ⅢAとⅢB」の一組、Ⅳは「ⅣA
とⅣB」、Ⅴは「VAとVB」の一組を１
科目（８単位）とする。

部門所属学生のみ履修可
特別実験Ⅲ若しくはⅣ若しくはⅤか
ら少なくとも１科目（８単位）以上
を修得のこと。
Ⅲは「ⅢAとⅢB」の一組、Ⅳは「ⅣA
とⅣB」、Ⅴは「VAとVB」の一組を１
科目（８単位）とする。

部門所属学生のみ履修可
特別実験Ⅲ若しくはⅣ若しくはⅤか
ら少なくとも１科目（８単位）以上
を修得のこと。
Ⅲは「ⅢAとⅢB」の一組、Ⅳは「ⅣA
とⅣB」、Ⅴは「VAとVB」の一組を１
科目（８単位）とする。
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(令和５年度以前入学生)

必　修 選　択 自　由

物性理論物理学 1・2 2

微分幾何学 1・2 2

偏微分方程式論 1・2 2

幾何学 1・2 2

代数幾何学 1・2 2

確率微分方程式論 1・2 2

実解析学 1・2 2

符号理論と暗号 1・2 2

逆問題 1・2 2

★量子シミュレーション科学 1・2 2

量子物質情報理論学 1・2 2

強相関物質科学 1・2 2

生体分子機能計測学 1・2 2

生体高分子計算科学論 1・2 2

物質基礎解析学特別講究ⅠＣ 1 4

物質基礎解析学特別講究ⅠＤ 1 4

物質基礎解析学特別講究ⅡＣ 2 4

物質基礎解析学特別講究ⅡＤ 2 4

物質基礎解析学特別演習ⅠＣ 1・2 1 部門所属学生のみ履修可

物質基礎解析学特別演習ⅠＤ 1・2 1 部門所属学生のみ履修可

超伝導物理学 1・2 2

磁性物理学 1・2 2

★放射光物性論 1・2 2

放射線量子物性論 1・2 2

磁気共鳴分光学 1・2 2

レーザー物理学 1・2 2

低温物理学 1・2 2

★放射光Ｘ線結像光学 1・2 2

放射線計測学 1・2 2

★先端光ビーム科学 1・2 2

光学赤外線天文学 1・2 2

放射光電子構造学 1・2 2 令和4年度入学以前は「光量子物性物理学」

固体電子構造論 1・2 2

物質機能解析学特別実験ⅠＡ 1 4

物質機能解析学特別実験ⅠＢ 1 4

物質機能解析学特別実験ⅡＡ 2 4

物質機能解析学特別実験ⅡＢ 2 4

物質機能解析学特別演習ⅠＡ 1・2 1 部門所属学生のみ履修可

物質機能解析学特別演習ⅠＢ 1・2 1 部門所属学生のみ履修可

有機金属化学 1・2 2

★化学物理学 1・2 2

★錯体構造論 1・2 2

構造有機化学 1・2 2

無機構造論 1・2 2

有機電子物性論 1・2 2

光機能性物質学 1・2 2

放射光表面界面構造論 1・2 2

極限環境構造物性学 1・2 2

高温高圧物質合成論 1・2 2

地球物質評価論 1・2 2

岩石圏物質循環論 1・2 2

物質構造制御学特別実験ⅠＡ 1 4

物質構造制御学特別実験ⅠＢ 1 4

物質構造制御学特別実験ⅡＡ 2 4

物質構造制御学特別実験ⅡＢ 2 4

物質構造制御学特別演習ⅠＡ 1・2 1 部門所属学生のみ履修可

物質構造制御学特別演習ⅠＢ 1・2 1 部門所属学生のみ履修可

部門所属学生のみ履修可
特別講究ⅠとⅡから少なくとも１科目（８単
位）以上を修得のこと。
Ⅰは「ⅠCとⅠD」の一組、Ⅱは「ⅡCとⅡD」
の一組を１科目（８単位）とする。

部門所属学生のみ履修可
特別実験ⅠとⅡから少なくとも１科目（８単
位）以上を修得のこと。
Ⅰは「ⅠＡとⅠＢ」の一組、Ⅱは「ⅡＡとⅡ
Ｂ」の一組を１科目（８単位）とする。

部門所属学生のみ履修可
特別実験ⅠとⅡから少なくとも１科目（８単
位）以上を修得のこと。
Ⅰは「ⅠＡとⅠＢ」の一組、Ⅱは「ⅡＡとⅡ
Ｂ」の一組を１科目（８単位）とする。

別表第１（第４条関係）

物質科学専攻　博士前期課程

科目
区分

授業科目の名称 配当年次
単位数

備考

物
質
基
礎
解
析
学
部
門
科
目

物
質
機
能
解
析
学
部
門
科
目

物
質
構
造
制
御
学
部
門
科
目
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(令和５年度以前入学生)

必　修 選　択 自　由

物性理論物理学 1・2 2

微分幾何学 1・2 2

偏微分方程式論 1・2 2

幾何学 1・2 2

代数幾何学 1・2 2

確率微分方程式論 1・2 2

実解析学 1・2 2

符号理論と暗号 1・2 2

逆問題 1・2 2

★量子シミュレーション科学 1・2 2

量子物質情報理論学 1・2 2

強相関物質科学 1・2 2

生体分子機能計測学 1・2 2

生体高分子計算科学論 1・2 2

物質基礎解析学特別講究ⅠＣ 1 4

物質基礎解析学特別講究ⅠＤ 1 4

物質基礎解析学特別講究ⅡＣ 2 4

物質基礎解析学特別講究ⅡＤ 2 4

物質基礎解析学特別演習ⅠＣ 1・2 1 部門所属学生のみ履修可

物質基礎解析学特別演習ⅠＤ 1・2 1 部門所属学生のみ履修可

超伝導物理学 1・2 2

磁性物理学 1・2 2

★放射光物性論 1・2 2

放射線量子物性論 1・2 2

磁気共鳴分光学 1・2 2

レーザー物理学 1・2 2

低温物理学 1・2 2

★放射光Ｘ線結像光学 1・2 2

放射線計測学 1・2 2

★先端光ビーム科学 1・2 2

光学赤外線天文学 1・2 2

放射光電子構造学 1・2 2 令和4年度入学以前は「光量子物性物理学」

固体電子構造論 1・2 2

物質機能解析学特別実験ⅠＡ 1 4

物質機能解析学特別実験ⅠＢ 1 4

物質機能解析学特別実験ⅡＡ 2 4

物質機能解析学特別実験ⅡＢ 2 4

物質機能解析学特別演習ⅠＡ 1・2 1 部門所属学生のみ履修可

物質機能解析学特別演習ⅠＢ 1・2 1 部門所属学生のみ履修可

有機金属化学 1・2 2

★化学物理学 1・2 2

★錯体構造論 1・2 2

構造有機化学 1・2 2

無機構造論 1・2 2

有機電子物性論 1・2 2

光機能性物質学 1・2 2

放射光表面界面構造論 1・2 2

極限環境構造物性学 1・2 2

高温高圧物質合成論 1・2 2

地球物質評価論 1・2 2

岩石圏物質循環論 1・2 2

物質構造制御学特別実験ⅠＡ 1 4

物質構造制御学特別実験ⅠＢ 1 4

物質構造制御学特別実験ⅡＡ 2 4

物質構造制御学特別実験ⅡＢ 2 4

物質構造制御学特別演習ⅠＡ 1・2 1 部門所属学生のみ履修可

物質構造制御学特別演習ⅠＢ 1・2 1 部門所属学生のみ履修可

部門所属学生のみ履修可
特別講究ⅠとⅡから少なくとも１科目（８単
位）以上を修得のこと。
Ⅰは「ⅠCとⅠD」の一組、Ⅱは「ⅡCとⅡD」
の一組を１科目（８単位）とする。

部門所属学生のみ履修可
特別実験ⅠとⅡから少なくとも１科目（８単
位）以上を修得のこと。
Ⅰは「ⅠＡとⅠＢ」の一組、Ⅱは「ⅡＡとⅡ
Ｂ」の一組を１科目（８単位）とする。

部門所属学生のみ履修可
特別実験ⅠとⅡから少なくとも１科目（８単
位）以上を修得のこと。
Ⅰは「ⅠＡとⅠＢ」の一組、Ⅱは「ⅡＡとⅡ
Ｂ」の一組を１科目（８単位）とする。

別表第１（第４条関係）

物質科学専攻　博士前期課程

科目
区分

授業科目の名称 配当年次
単位数

備考

物
質
基
礎
解
析
学
部
門
科
目

物
質
機
能
解
析
学
部
門
科
目

物
質
構
造
制
御
学
部
門
科
目

(令和５年度以前入学生)

必　修 選　択 自　由

別表第１（第４条関係）

物質科学専攻　博士前期課程

科目
区分

授業科目の名称 配当年次
単位数

備考

光物理化学 1・2 2

有機反応化学 1・2 2

☆機器分析学 1・2 2

分子分光学 1・2 2

有機合成化学 1・2 2

☆情報変換化学 1・2 2

分子機能設計論Ⅰ 1・2 2

分子機能設計論Ⅱ 1・2 2

物質反応解析学特別実験ⅠＡ 1 4

物質反応解析学特別実験ⅠＢ 1 4

物質反応解析学特別実験ⅡＡ 2 4

物質反応解析学特別実験ⅡＢ 2 4

物質反応解析学特別演習ⅠＡ 1・2 1 部門所属学生のみ履修可

物質反応解析学特別演習ⅠＢ 1・2 1 部門所属学生のみ履修可

物質英語特別講義演習Ⅰ 1・2 1

物質英語特別講義演習Ⅱ 1・2 1

【最先端放射光科学】 部門の単位に含む

★量子シミュレーション科学 1・2 2 （★印　再掲）

★放射光物性論 1・2 2

★放射光Ｘ線結像光学 1・2 2

★化学物理学 1・2 2

★錯体構造論 1・2 2

★先端光ビーム科学 1・2 2

放射光特別実習 1・2 1

【部門共通特別科目】 部門の単位に含まない

〔共通科目〕

産学連携実践講義 1・2 2 フォトンサイエンスコース学生必修

装置実習Ⅳ(電顕/イメージング） 1・2 2

〔専攻コース特別科目〕 フォトンサイエンスコースのみ履修可

装置実習Ｉ(SPring-8/SACLA Basic） 1・2 2 フォトンサイエンスコース学生必修

装置実習Ⅱ(SPring-8/SACLA Advanced） 2 2

装置実習Ⅲ(振動分光/計算機） 1・2 2

装置実習Ⅳ(電顕/イメージング）【再掲】 1・2 2

フォトンサイエンス特論 1・2 2 フォトンサイエンスコース学生必修

☆機器分析学 1・2 2 （☆印　再掲）

☆情報変換化学 1・2 2 （☆印　再掲）

医療健康工学概論 1・2 2 他専攻科目

分子細胞構造学 1・2 2 他専攻科目

分子細胞機能学 1・2 2 他専攻科目

人間健康科学特論 1・2 2

臨床食環境栄養特論 1・2 2

看護と保健政策 1・2 2

病院情報システム特論 1・2 2

先
端
医
療
工
学
研
究
所
共

通
科
目

部門所属学生のみ履修可
特別実験ⅠとⅡから少なくとも１科目（８単
位）以上を修得のこと。
Ⅰは「ⅠＡとⅠＢ」の一組、Ⅱは「ⅡＡとⅡ
Ｂ」の一組を１科目（８単位）とする。

物
質
反
応
解
析
学
部
門
科
目

分野共
通科目

部門の単位に含む

フォトンサイエンスコース学生２単位
以上修得

分
野
共
通
科
目

大
講
座
横
断
プ
ロ
グ
ラ
ム

部
門
共
通
特
別
科
目

※自由科目は修了所要単位に算入しない。

修了要件
うち自部門科目から14単位以上修得すること。

原則2年以上在学して、必要な研究指導を受けること。

自専攻科目及び他専攻科目から30単位以上修得すること。

修士論文及び最終試験に合格すること。
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(令和５年度以前入学生)

必　修 選　択 自　由

生体分子化学 細胞 1・2 2

生体分子構造論 構造 1・2 2

生体高分子構造論 構造 1・2 2

生体超分子構造解析学 構造 1・2 2

生体分子分光学 構造 1・2 2

生体分子設計学 細胞 1・2 2

生体高分子結晶学 構造 1・2 2

生体金属分子科学 構造 1・2 2

放射光構造生物学 構造 1・2 2

放射光動的構造解析学 構造 1・2 2

生体物質構造解析学特別実験ⅠＡ 1 4

生体物質構造解析学特別実験ⅠＢ 1 4

生体物質構造解析学特別実験ⅡＡ 2 4

生体物質構造解析学特別実験ⅡＢ 2 4

生体物質構造解析学特別演習ⅠＡ 1・2 1 部門所属学生のみ履修可

生体物質構造解析学特別演習ⅠＢ 1・2 1 部門所属学生のみ履修可

生体分子機能学 細胞 1・2 2

生体高分子生理機能学 細胞 1・2 2

生体情報分子生化学 細胞 1・2 2

生体分子代謝論 細胞 1・2 2

生体情報分子機能学 細胞 1・2 2

生体高分子動態論 細胞 1・2 2

生体超分子機械学 細胞 1・2 2

生体分子機能計測学 構造 1・2 2

生体高分子機能解析論 細胞 1・2 2

生体高分子計算科学論 構造 1・2 2

生体物質機能解析学特別実験ⅠＡ 1 4

生体物質機能解析学特別実験ⅠＢ 1 4

生体物質機能解析学特別実験ⅡＡ 2 4

生体物質機能解析学特別実験ⅡＢ 2 4

生体物質機能解析学特別演習ⅠＡ 1・2 1 部門所属学生のみ履修可

生体物質機能解析学特別演習ⅠＢ 1・2 1 部門所属学生のみ履修可

分子細胞遺伝学 細胞 1・2 2

☆分子細胞構造学 構造 1・2 2

分子発生・再生生物学　　 細胞 1・2 2

形態形成学 細胞 1・2 2

分子情報生理学 細胞 1・2 2

分子情報遺伝学 細胞 1・2 2

分子細胞生理学 構造 1・2 2

☆分子細胞機能学 細胞 1・2 2

放射光超分子機能解析学 構造 1・2 2

放射光構造生命化学 構造 1・2 2

細胞機能解析学特別実験ⅠＡ 1 4

細胞機能解析学特別実験ⅠＢ 1 4

細胞機能解析学特別実験ⅡＡ 2 4

細胞機能解析学特別実験ⅡＢ 2 4

細胞機能解析学特別演習ⅠＡ 1・2 1 部門所属学生のみ履修可

細胞機能解析学特別演習ⅠＢ 1・2 1 部門所属学生のみ履修可

部門所属学生のみ履修可
特別実験ⅠとⅡから少なくとも１科目（８単位）
以上を修得のこと。
Ⅰは「ⅠＡとⅠＢ」の一組、Ⅱは「ⅡＡとⅡＢ」
の一組を１科目（８単位）とする。

部門所属学生のみ履修可
特別実験ⅠとⅡから少なくとも１科目（８単位）
以上を修得のこと。
Ⅰは「ⅠＡとⅠＢ」の一組、Ⅱは「ⅡＡとⅡＢ」
の一組を１科目（８単位）とする。

生
体
物
質
機
能
解
析
学
部
門
科
目

細胞系所属学生は構造系科目から４
単位以上修得すること。
構造系所属学生は細胞系科目から４
単位以上修得すること。
系は指導教員の担当授業科目の系と
同一である。

細胞系所属学生は構造系科目から４
単位以上修得すること。
構造系所属学生は細胞系科目から４
単位以上修得すること。
系は指導教員の担当授業科目の系と
同一である。

部門所属学生のみ履修可
特別実験ⅠとⅡから少なくとも１科目（８単位）
以上を修得のこと。
Ⅰは「ⅠＡとⅠＢ」の一組、Ⅱは「ⅡＡとⅡＢ」
の一組を１科目（８単位）とする。

生
体
物
質
構
造
解
析
学
部
門
科
目

細
胞
機
能
解
析
学
部
門
科
目

別表第１（第４条関係）

生命科学専攻　博士前期課程

科目
区分

授業科目の名称 配当年次
単位数

備考系

細胞系所属学生は構造系科目から４
単位以上修得すること。
構造系所属学生は細胞系科目から４
単位以上修得すること。
系は指導教員の担当授業科目の系と
同一である。
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(令和５年度以前入学生)

必　修 選　択 自　由

生体分子化学 細胞 1・2 2

生体分子構造論 構造 1・2 2

生体高分子構造論 構造 1・2 2

生体超分子構造解析学 構造 1・2 2

生体分子分光学 構造 1・2 2

生体分子設計学 細胞 1・2 2

生体高分子結晶学 構造 1・2 2

生体金属分子科学 構造 1・2 2

放射光構造生物学 構造 1・2 2

放射光動的構造解析学 構造 1・2 2

生体物質構造解析学特別実験ⅠＡ 1 4

生体物質構造解析学特別実験ⅠＢ 1 4

生体物質構造解析学特別実験ⅡＡ 2 4

生体物質構造解析学特別実験ⅡＢ 2 4

生体物質構造解析学特別演習ⅠＡ 1・2 1 部門所属学生のみ履修可

生体物質構造解析学特別演習ⅠＢ 1・2 1 部門所属学生のみ履修可

生体分子機能学 細胞 1・2 2

生体高分子生理機能学 細胞 1・2 2

生体情報分子生化学 細胞 1・2 2

生体分子代謝論 細胞 1・2 2

生体情報分子機能学 細胞 1・2 2

生体高分子動態論 細胞 1・2 2

生体超分子機械学 細胞 1・2 2

生体分子機能計測学 構造 1・2 2

生体高分子機能解析論 細胞 1・2 2

生体高分子計算科学論 構造 1・2 2

生体物質機能解析学特別実験ⅠＡ 1 4

生体物質機能解析学特別実験ⅠＢ 1 4

生体物質機能解析学特別実験ⅡＡ 2 4

生体物質機能解析学特別実験ⅡＢ 2 4

生体物質機能解析学特別演習ⅠＡ 1・2 1 部門所属学生のみ履修可

生体物質機能解析学特別演習ⅠＢ 1・2 1 部門所属学生のみ履修可

分子細胞遺伝学 細胞 1・2 2

☆分子細胞構造学 構造 1・2 2

分子発生・再生生物学　　 細胞 1・2 2

形態形成学 細胞 1・2 2

分子情報生理学 細胞 1・2 2

分子情報遺伝学 細胞 1・2 2

分子細胞生理学 構造 1・2 2

☆分子細胞機能学 細胞 1・2 2

放射光超分子機能解析学 構造 1・2 2

放射光構造生命化学 構造 1・2 2

細胞機能解析学特別実験ⅠＡ 1 4

細胞機能解析学特別実験ⅠＢ 1 4

細胞機能解析学特別実験ⅡＡ 2 4

細胞機能解析学特別実験ⅡＢ 2 4

細胞機能解析学特別演習ⅠＡ 1・2 1 部門所属学生のみ履修可

細胞機能解析学特別演習ⅠＢ 1・2 1 部門所属学生のみ履修可

部門所属学生のみ履修可
特別実験ⅠとⅡから少なくとも１科目（８単位）
以上を修得のこと。
Ⅰは「ⅠＡとⅠＢ」の一組、Ⅱは「ⅡＡとⅡＢ」
の一組を１科目（８単位）とする。

部門所属学生のみ履修可
特別実験ⅠとⅡから少なくとも１科目（８単位）
以上を修得のこと。
Ⅰは「ⅠＡとⅠＢ」の一組、Ⅱは「ⅡＡとⅡＢ」
の一組を１科目（８単位）とする。

生
体
物
質
機
能
解
析
学
部
門
科
目

細胞系所属学生は構造系科目から４
単位以上修得すること。
構造系所属学生は細胞系科目から４
単位以上修得すること。
系は指導教員の担当授業科目の系と
同一である。

細胞系所属学生は構造系科目から４
単位以上修得すること。
構造系所属学生は細胞系科目から４
単位以上修得すること。
系は指導教員の担当授業科目の系と
同一である。

部門所属学生のみ履修可
特別実験ⅠとⅡから少なくとも１科目（８単位）
以上を修得のこと。
Ⅰは「ⅠＡとⅠＢ」の一組、Ⅱは「ⅡＡとⅡＢ」
の一組を１科目（８単位）とする。

生
体
物
質
構
造
解
析
学
部
門
科
目

細
胞
機
能
解
析
学
部
門
科
目

別表第１（第４条関係）

生命科学専攻　博士前期課程

科目
区分

授業科目の名称 配当年次
単位数

備考系

細胞系所属学生は構造系科目から４
単位以上修得すること。
構造系所属学生は細胞系科目から４
単位以上修得すること。
系は指導教員の担当授業科目の系と
同一である。

(令和５年度以前入学生)

必　修 選　択 自　由

別表第１（第４条関係）

生命科学専攻　博士前期課程

科目
区分

授業科目の名称 配当年次
単位数

備考系

地球物質評価論 1・2 2

岩石圏物質循環論 1・2 2

地球環境科学特別実験ⅠＡ 1 4

地球環境科学特別実験ⅠＢ 1 4

地球環境科学特別実験ⅡＡ 2 4

地球環境科学特別実験ⅡＢ 2 4

地球環境科学特別演習ⅠＡ 1・2 1 部門所属学生のみ履修可

地球環境科学特別演習ⅠＢ 1・2 1 部門所属学生のみ履修可

生命科学特別講義Ⅰ 1・2 1

生命科学特別講義Ⅱ 1・2 1

発生・再生科学セミナー 1・2 1

生命英語特別講義演習Ⅰ 1・2 1

生命英語特別講義演習Ⅱ 1・2 1

【部門共通特別科目】 部門の単位に含まない

〔共通科目〕

産学連携実践講義 1・2 2 ピコバイオロジーコース学生必修

装置実習Ⅳ(電顕/イメージング） 1・2 2

〔専攻コース特別科目〕 ピコバイオロジーコースのみ履修可

装置実習Ｉ(SPring-8/SACLA Basic） 1・2 2 ピコバイオロジーコース学生必修

装置実習Ⅱ(SPring-8/SACLA Advanced） 2 2

装置実習Ⅲ(振動分光/計算機） 1・2 2

装置実習Ⅳ(電顕/イメージング）【再掲】 1・2 2

ピコバイオロジー特論 1・2 2 ピコバイオロジーコース学生必修

機器分析学 1・2 2 他専攻科目

情報変換化学 1・2 2 他専攻科目

医療健康工学概論 1・2 2 他専攻科目

☆分子細胞構造学 1・2 2 （☆印　再掲）

☆分子細胞機能学 1・2 2 （☆印　再掲）

人間健康科学特論 1・2 2

臨床食環境栄養特論 1・2 2

看護と保健政策 1・2 2

病院情報システム特論 1・2 2

部門所属学生のみ履修可
特別実験ⅠとⅡから少なくとも１科目（８単位）
以上を修得のこと。
Ⅰは「ⅠＡとⅠＢ」の一組、Ⅱは「ⅡＡとⅡＢ」
の一組を１科目（８単位）とする。

他部門又は他専攻から４単位以上修
得すること。

部門の単位に含む

修了要件

原則2年以上在学して、必要な研究指導を受けること。

自専攻科目及び他専攻科目から30単位以上修得すること。

うち自部門科目から14単位以上修得すること。

修士論文及び最終試験に合格すること。

先
端
医
療
工
学
研
究
所
共

通
科
目

※自由科目は修了所要単位に算入しない。

地
球
環
境
科
学
部
門
科
目

ピコバイオロジーコース学生２
単位以上修得

部
門
共
通
特
別
科
目

分
野
共
通
科
目
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(令和５年度以前入学生)

必　修 選　択 自　由

物質基礎解析学特別講究ⅢＡ 1 4

物質基礎解析学特別講究ⅢＢ 1 4

物質基礎解析学特別講究ⅣＡ 2 4

物質基礎解析学特別講究ⅣＢ 2 4

物質基礎解析学特別講究ⅤＡ 3 4

物質基礎解析学特別講究ⅤＢ 3 4

物質基礎解析学特別演習ⅡＡ １～３ 1 部門所属学生のみ履修可

物質基礎解析学特別演習ⅡＢ １～３ 1 部門所属学生のみ履修可

物質機能解析学特別実験ⅢＡ 1 4

物質機能解析学特別実験ⅢＢ 1 4

物質機能解析学特別実験ⅣＡ 2 4

物質機能解析学特別実験ⅣＢ 2 4

物質機能解析学特別実験ⅤＡ 3 4

物質機能解析学特別実験ⅤＢ 3 4

物質機能解析学特別演習ⅡＡ １～３ 1 部門所属学生のみ履修可

物質機能解析学特別演習ⅡＢ １～３ 1 部門所属学生のみ履修可

物質構造制御学特別実験ⅢＡ 1 4

物質構造制御学特別実験ⅢＢ 1 4

物質構造制御学特別実験ⅣＡ 2 4

物質構造制御学特別実験ⅣＢ 2 4

物質構造制御学特別実験ⅤＡ 3 4

物質構造制御学特別実験ⅤＢ 3 4

物質構造制御学特別演習ⅡＡ １～３ 1 部門所属学生のみ履修可

物質構造制御学特別演習ⅡＢ １～３ 1 部門所属学生のみ履修可

物質反応解析学特別実験ⅢＡ 1 4

物質反応解析学特別実験ⅢＢ 1 4

物質反応解析学特別実験ⅣＡ 2 4

物質反応解析学特別実験ⅣＢ 2 4

物質反応解析学特別実験ⅤＡ 3 4

物質反応解析学特別実験ⅤＢ 3 4

物質反応解析学特別演習ⅡＡ １～３ 1 部門所属学生のみ履修可

物質反応解析学特別演習ⅡＢ １～３ 1 部門所属学生のみ履修可

【部門共通特別科目】 部門の単位に含まない

〔共通科目〕

産学連携実践講義 １～３ 2 フォトンサイエンスコース学生必修

〔専攻コース特別科目〕 フォトンサイエンスコースのみ履修可

装置実習Ｉ(SPring-8/SACLA Basic） １～３ 2 フォトンサイエンスコース学生必修

装置実習Ⅱ(SPring-8/SACLA Advanced） １～３ 2

装置実習Ⅲ(振動分光/計算機） １～３ 2

装置実習Ⅳ(電顕/イメージング）【再掲】 １～３ 2

フォトンサイエンス特論 １～３ 2 フォトンサイエンスコース学生必修

部門所属学生のみ履修可
特別講究Ⅲ若しくはⅣ若しくはⅤから少なく
とも１科目（８単位）以上を修得のこと。
Ⅲは「ⅢAとⅢB」の一組、Ⅳは「ⅣAとⅣ
B」、Ⅴは「VAとVB」の一組を１科目（８単
位）とする。

部門所属学生のみ履修可
特別実験Ⅲ若しくはⅣ若しくはⅤから少なく
とも１科目（８単位）以上を修得のこと。
Ⅲは「ⅢAとⅢB」の一組、Ⅳは「ⅣAとⅣ
B」、Ⅴは「VAとVB」の一組を１科目（８単
位）とする。

部門所属学生のみ履修可
特別実験Ⅲ若しくはⅣ若しくはⅤから少なく
とも１科目（８単位）以上を修得のこと。
Ⅲは「ⅢAとⅢB」の一組、Ⅳは「ⅣAとⅣ
B」、Ⅴは「VAとVB」の一組を１科目（８単
位）とする。

部門所属学生のみ履修可
特別実験Ⅲ若しくはⅣ若しくはⅤから少なく
とも１科目（８単位）以上を修得のこと。
Ⅲは「ⅢAとⅢB」の一組、Ⅳは「ⅣAとⅣ
B」、Ⅴは「VAとVB」の一組を１科目（８単
位）とする。

博士論文及び最終試験に合格すること。

部門共通特別科目を除く10単位以上を修得すること。

物
質
反
応
解
析
学
部
門
科
目

フォトンサイエンスコース学生２単位
以上修得

部
門
共
通
特
別
科
目

※自由科目は修了所要単位に算入しない。

別表第１（第４条関係）

物質科学専攻　博士後期課程

科目
区分

授業科目の名称 配当年次
単位数

備考

物
質
基
礎
解
析
学
部
門
科
目

物
質
機
能
解
析
学
部
門
科
目

物
質
構
造
制
御
学
部
門
科
目

修了要件

原則3年以上在学して、必要な研究指導を受けること。
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(令和５年度以前入学生)

必　修 選　択 自　由

物質基礎解析学特別講究ⅢＡ 1 4

物質基礎解析学特別講究ⅢＢ 1 4

物質基礎解析学特別講究ⅣＡ 2 4

物質基礎解析学特別講究ⅣＢ 2 4

物質基礎解析学特別講究ⅤＡ 3 4

物質基礎解析学特別講究ⅤＢ 3 4

物質基礎解析学特別演習ⅡＡ １～３ 1 部門所属学生のみ履修可

物質基礎解析学特別演習ⅡＢ １～３ 1 部門所属学生のみ履修可

物質機能解析学特別実験ⅢＡ 1 4

物質機能解析学特別実験ⅢＢ 1 4

物質機能解析学特別実験ⅣＡ 2 4

物質機能解析学特別実験ⅣＢ 2 4

物質機能解析学特別実験ⅤＡ 3 4

物質機能解析学特別実験ⅤＢ 3 4

物質機能解析学特別演習ⅡＡ １～３ 1 部門所属学生のみ履修可

物質機能解析学特別演習ⅡＢ １～３ 1 部門所属学生のみ履修可

物質構造制御学特別実験ⅢＡ 1 4

物質構造制御学特別実験ⅢＢ 1 4

物質構造制御学特別実験ⅣＡ 2 4

物質構造制御学特別実験ⅣＢ 2 4

物質構造制御学特別実験ⅤＡ 3 4

物質構造制御学特別実験ⅤＢ 3 4

物質構造制御学特別演習ⅡＡ １～３ 1 部門所属学生のみ履修可

物質構造制御学特別演習ⅡＢ １～３ 1 部門所属学生のみ履修可

物質反応解析学特別実験ⅢＡ 1 4

物質反応解析学特別実験ⅢＢ 1 4

物質反応解析学特別実験ⅣＡ 2 4

物質反応解析学特別実験ⅣＢ 2 4

物質反応解析学特別実験ⅤＡ 3 4

物質反応解析学特別実験ⅤＢ 3 4

物質反応解析学特別演習ⅡＡ １～３ 1 部門所属学生のみ履修可

物質反応解析学特別演習ⅡＢ １～３ 1 部門所属学生のみ履修可

【部門共通特別科目】 部門の単位に含まない

〔共通科目〕

産学連携実践講義 １～３ 2 フォトンサイエンスコース学生必修

〔専攻コース特別科目〕 フォトンサイエンスコースのみ履修可

装置実習Ｉ(SPring-8/SACLA Basic） １～３ 2 フォトンサイエンスコース学生必修

装置実習Ⅱ(SPring-8/SACLA Advanced） １～３ 2

装置実習Ⅲ(振動分光/計算機） １～３ 2

装置実習Ⅳ(電顕/イメージング）【再掲】 １～３ 2

フォトンサイエンス特論 １～３ 2 フォトンサイエンスコース学生必修

部門所属学生のみ履修可
特別講究Ⅲ若しくはⅣ若しくはⅤから少なく
とも１科目（８単位）以上を修得のこと。
Ⅲは「ⅢAとⅢB」の一組、Ⅳは「ⅣAとⅣ
B」、Ⅴは「VAとVB」の一組を１科目（８単
位）とする。

部門所属学生のみ履修可
特別実験Ⅲ若しくはⅣ若しくはⅤから少なく
とも１科目（８単位）以上を修得のこと。
Ⅲは「ⅢAとⅢB」の一組、Ⅳは「ⅣAとⅣ
B」、Ⅴは「VAとVB」の一組を１科目（８単
位）とする。

部門所属学生のみ履修可
特別実験Ⅲ若しくはⅣ若しくはⅤから少なく
とも１科目（８単位）以上を修得のこと。
Ⅲは「ⅢAとⅢB」の一組、Ⅳは「ⅣAとⅣ
B」、Ⅴは「VAとVB」の一組を１科目（８単
位）とする。

部門所属学生のみ履修可
特別実験Ⅲ若しくはⅣ若しくはⅤから少なく
とも１科目（８単位）以上を修得のこと。
Ⅲは「ⅢAとⅢB」の一組、Ⅳは「ⅣAとⅣ
B」、Ⅴは「VAとVB」の一組を１科目（８単
位）とする。

博士論文及び最終試験に合格すること。

部門共通特別科目を除く10単位以上を修得すること。

物
質
反
応
解
析
学
部
門
科
目

フォトンサイエンスコース学生２単位
以上修得

部
門
共
通
特
別
科
目

※自由科目は修了所要単位に算入しない。

別表第１（第４条関係）

物質科学専攻　博士後期課程

科目
区分

授業科目の名称 配当年次
単位数

備考

物
質
基
礎
解
析
学
部
門
科
目

物
質
機
能
解
析
学
部
門
科
目

物
質
構
造
制
御
学
部
門
科
目

修了要件

原則3年以上在学して、必要な研究指導を受けること。

(令和５年度以前入学生)

必　修 選　択 自　由

生体物質構造解析学特別実験ⅢＡ 1 4

生体物質構造解析学特別実験ⅢＢ 1 4

生体物質構造解析学特別実験ⅣＡ 2 4

生体物質構造解析学特別実験ⅣＢ 2 4

生体物質構造解析学特別実験ⅤＡ 3 4

生体物質構造解析学特別実験ⅤＢ 3 4

生体物質構造解析学特別演習ⅡＡ １～３ 1 部門所属学生のみ履修可

生体物質構造解析学特別演習ⅡＢ １～３ 1 部門所属学生のみ履修可

生体物質機能解析学特別実験ⅢＡ 1 4

生体物質機能解析学特別実験ⅢＢ 1 4

生体物質機能解析学特別実験ⅣＡ 2 4

生体物質機能解析学特別実験ⅣＢ 2 4

生体物質機能解析学特別実験ⅤＡ 3 4

生体物質機能解析学特別実験ⅤＢ 3 4

生体物質機能解析学特別演習ⅡＡ １～３ 1 部門所属学生のみ履修可

生体物質機能解析学特別演習ⅡＢ １～３ 1 部門所属学生のみ履修可

細胞機能解析学特別実験ⅢＡ 1 4

細胞機能解析学特別実験ⅢＢ 1 4

細胞機能解析学特別実験ⅣＡ 2 4

細胞機能解析学特別実験ⅣＢ 2 4

細胞機能解析学特別実験ⅤＡ 3 4

細胞機能解析学特別実験ⅤＢ 3 4

細胞機能解析学特別演習ⅡＡ １～３ 1 部門所属学生のみ履修可

細胞機能解析学特別演習ⅡＢ １～３ 1 部門所属学生のみ履修可

地球環境科学特別実験ⅢＡ 1 4

地球環境科学特別実験ⅢＢ 1 4

地球環境科学特別実験ⅣＡ 2 4

地球環境科学特別実験ⅣＢ 2 4

地球環境科学特別実験ⅤＡ 3 4

地球環境科学特別実験ⅤＢ 3 4

地球環境科学特別演習ⅡＡ １～３ 1 部門所属学生のみ履修可

地球環境科学特別演習ⅡＢ １～３ 1 部門所属学生のみ履修可

短期留学 １～３ 1 部門の単位に含まない

グループ指導 １～３ 1

【部門共通特別科目】 部門の単位に含まない

〔共通科目〕

産学連携実践講義 １～３ 2 ピコバイオロジーコース学生必修

インターンシップ １～３ 1

海外活動 １～３ 1

〔専攻コース特別科目〕 ピコバイオロジーコースのみ履修可

装置実習Ｉ(SPring-8/SACLA Basic） １～３ 2 ピコバイオロジーコース学生必修

装置実習Ⅱ(SPring-8/SACLA Advanced） １～３ 2

装置実習Ⅲ(振動分光/計算機） １～３ 2

装置実習Ⅳ(電顕/イメージング）【再掲】 １～３ 2

ピコバイオロジー特論 １～３ 2 ピコバイオロジーコース学生必修

修了要件

原則3年以上在学して、必要な研究指導を受けること。

部門共通特別科目を除く12単位以上を修得すること。

博士論文及び最終試験に合格すること。

部門所属学生のみ履修可
特別実験Ⅲ若しくはⅣ若しくはⅤから
少なくとも１科目（８単位）以上を修
得のこと。
Ⅲは「ⅢAとⅢB」の一組、Ⅳは「ⅣA
とⅣB」、Ⅴは「VAとVB」の一組を１
科目（８単位）とする。

部門所属学生のみ履修可
特別実験Ⅲ若しくはⅣ若しくはⅤから
少なくとも１科目（８単位）以上を修
得のこと。
Ⅲは「ⅢAとⅢB」の一組、Ⅳは「ⅣA
とⅣB」、Ⅴは「VAとVB」の一組を１
科目（８単位）とする。

部門所属学生のみ履修可
特別実験Ⅲ若しくはⅣ若しくはⅤから
少なくとも１科目（８単位）以上を修
得のこと。
Ⅲは「ⅢAとⅢB」の一組、Ⅳは「ⅣA
とⅣB」、Ⅴは「VAとVB」の一組を１
科目（８単位）とする。

※自由科目は修了所要単位に算入しない。

生
体
物
質
構
造
解
析
学
部
門
科
目

細
胞
機
能
解
析
学
部
門
科
目

地
球
環
境
科
学
部
門
科
目

別表第１（第４条関係）

生命科学専攻　博士後期課程

科目
区分

授業科目の名称 配当年次
単位数

備考

ピコバイオロジーコース学生２
単位以上修得

部
門
共
通
特
別
科
目

部門共
通科目

部門所属学生のみ履修可
特別実験Ⅲ若しくはⅣ若しくはⅤから
少なくとも１科目（８単位）以上を修
得のこと。
Ⅲは「ⅢAとⅢB」の一組、Ⅳは「ⅣA
とⅣB」、Ⅴは「VAとVB」の一組を１
科目（８単位）とする。

生
体
物
質
機
能
解
析
学
部
門
科
目
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別表第２（第16条関係） (令和7年度以降入学生)

物質科学専攻

（１）数学　必修　２４単位

①道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談に関する科目

2

②教科及び教科の指導法に関する科目

単位 単位
2 2

2 4

2 4

2 4

2 4

2 1

2 1

2 2

2 2

授業科目

生徒指導実践特論

逆問題

量子物質情報理論学 生体高分子計算科学論

量子シミュレーション科学

物質基礎解析学　特別講究ⅠＣ

物質基礎解析学　特別講究ⅠＤ

単位

授業科目

符号理論と暗号

実解析学

確率微分方程式論

代数幾何学

微分幾何学

物性理論物理学

偏微分方程式論

物質基礎解析学　特別演習ⅠＤ

幾何学

物質基礎解析学　特別講究ⅡＣ

物質基礎解析学　特別講究ⅡＤ

物質基礎解析学　特別演習ⅠＣ

授業科目
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別表第２（第16条関係） (令和7年度以降入学生)

物質科学専攻

（１）数学　必修　２４単位

①道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談に関する科目

2

②教科及び教科の指導法に関する科目

単位 単位
2 2

2 4

2 4

2 4

2 4

2 1

2 1

2 2

2 2

授業科目

生徒指導実践特論

逆問題

量子物質情報理論学 生体高分子計算科学論

量子シミュレーション科学

物質基礎解析学　特別講究ⅠＣ

物質基礎解析学　特別講究ⅠＤ

単位

授業科目

符号理論と暗号

実解析学

確率微分方程式論

代数幾何学

微分幾何学

物性理論物理学

偏微分方程式論

物質基礎解析学　特別演習ⅠＤ

幾何学

物質基礎解析学　特別講究ⅡＣ

物質基礎解析学　特別講究ⅡＤ

物質基礎解析学　特別演習ⅠＣ

授業科目

別表第２（第16条関係） (令和7年度以降入学生)

（２）理科　必修　２４単位

①道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談に関する科目

2

②教科及び教科の指導法に関する科目

単位数 単位数

2 2

2 2

2 2

2 4

2 4

2 4

2 4

2 1

2 1

2

4 2

4 2

4 2

4 2

1 4

1 4

4

2 4

2 1

2 1

授業科目

生徒指導実践特論

磁性物理学

錯体構造論

物質構造制御学特別演習ⅠＢ

物質構造制御学特別演習ⅠＡ

物質構造制御学特別実験ⅡＢ

物質反応解析学特別実験ⅠＢ

物質反応解析学特別実験ⅠＡ

情報変換化学

有機反応化学

光物理化学

物質機能解析学特別実験ⅡＡ

機器分析学

物質反応解析学特別演習ⅠＢ

物質反応解析学特別演習ⅠＡ

物質反応解析学特別実験ⅡＢ

物質反応解析学特別実験ⅡＡ

物質機能解析学特別演習ⅠＢ

物質機能解析学特別演習ⅠＡ

物質機能解析学特別実験ⅡＢ

先端光ビーム科学

物質機能解析学特別実験ⅠＢ

物質機能解析学特別実験ⅠＡ

光学赤外線天文学

化学物理学

低温物理学

単位

授業科目

超伝導物理学

放射光物性論

放射線量子物性論

レーザー物理学

構造有機化学

物質構造制御学特別実験ⅡＡ

物質構造制御学特別実験ⅠＢ

放射光Ｘ線結像光学

放射線計測学

有機金属化学

物質構造制御学特別実験ⅠＡ

有機電子物性論

無機構造論

授業科目
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別表第２（第16条関係） (令和7年度以降入学生)

生命科学研究科

理科　必修　２４単位　　

①道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談に関する科目

2

②教科及び教科の指導法に関する科目

授業科目

生徒指導実践特論

備考

2
2
2
2

単位数

4
4
4
2
2

2
2
2

1
1

2
2

2

1
1
4
4

4

4
4
4
4
2

4
4
2
2

4
4
2
2

1

生体分子分光学
生体超分子構造解析学
生体高分子構造論

生体分子代謝論

分子細胞遺伝学

生体物質機能解析学特別演習ⅠＢ
生体物質機能解析学特別演習ⅠＡ
生体物質機能解析学特別実験ⅡＢ
生体物質機能解析学特別実験ⅡＡ

分子細胞機能学
分子細胞生理学
分子情報生理学
形態形成学
分子発生・再生生物学
分子細胞構造学

細胞機能解析学特別演習ⅠＡ
細胞機能解析学特別実験ⅡＢ

地球環境科学特別演習ⅠＢ
地球環境科学特別演習ⅠＡ
地球環境科学特別実験ⅡＢ
地球環境科学特別実験ⅡＡ
地球環境科学特別実験ⅠＢ
地球環境科学特別実験ⅠＡ

1
1
4
4

生体物質構造解析学特別実験ⅡＢ
生体物質構造解析学特別実験ⅡＡ
生体物質構造解析学特別実験ⅠＢ
生体物質構造解析学特別実験ⅠＡ
生体高分子結晶学
生体分子設計学

生体情報分子生化学
生体高分子生理機能学
生体分子機能学

生体物質構造解析学特別演習ⅠＢ

単位

岩石圏物質循環論
地球物質評価論

細胞機能解析学特別演習ⅠＢ

生体分子化学

細胞機能解析学特別実験ⅡＡ
細胞機能解析学特別実験ⅠＢ
細胞機能解析学特別実験ⅠＡ
生体金属分子科学

授業科目

生体物質構造解析学特別演習ⅠＡ

生体物質機能解析学特別実験ⅠＢ
生体物質機能解析学特別実験ⅠＡ
生体超分子機械学
生体高分子動態論
生体情報分子機能学

2
2
2
2
2
2

1
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別表第２（第16条関係） (令和7年度以降入学生)

生命科学研究科

理科　必修　２４単位　　

①道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談に関する科目

2

②教科及び教科の指導法に関する科目

授業科目

生徒指導実践特論

備考

2
2
2
2

単位数

4
4
4
2
2

2
2
2

1
1

2
2

2

1
1
4
4

4

4
4
4
4
2

4
4
2
2

4
4
2
2

1

生体分子分光学
生体超分子構造解析学
生体高分子構造論

生体分子代謝論

分子細胞遺伝学

生体物質機能解析学特別演習ⅠＢ
生体物質機能解析学特別演習ⅠＡ
生体物質機能解析学特別実験ⅡＢ
生体物質機能解析学特別実験ⅡＡ

分子細胞機能学
分子細胞生理学
分子情報生理学
形態形成学
分子発生・再生生物学
分子細胞構造学

細胞機能解析学特別演習ⅠＡ
細胞機能解析学特別実験ⅡＢ

地球環境科学特別演習ⅠＢ
地球環境科学特別演習ⅠＡ
地球環境科学特別実験ⅡＢ
地球環境科学特別実験ⅡＡ
地球環境科学特別実験ⅠＢ
地球環境科学特別実験ⅠＡ

1
1
4
4

生体物質構造解析学特別実験ⅡＢ
生体物質構造解析学特別実験ⅡＡ
生体物質構造解析学特別実験ⅠＢ
生体物質構造解析学特別実験ⅠＡ
生体高分子結晶学
生体分子設計学

生体情報分子生化学
生体高分子生理機能学
生体分子機能学

生体物質構造解析学特別演習ⅠＢ

単位

岩石圏物質循環論
地球物質評価論

細胞機能解析学特別演習ⅠＢ

生体分子化学

細胞機能解析学特別実験ⅡＡ
細胞機能解析学特別実験ⅠＢ
細胞機能解析学特別実験ⅠＡ
生体金属分子科学

授業科目

生体物質構造解析学特別演習ⅠＡ

生体物質機能解析学特別実験ⅠＢ
生体物質機能解析学特別実験ⅠＡ
生体超分子機械学
生体高分子動態論
生体情報分子機能学

2
2
2
2
2
2

1

別表第２（第16条関係） (令和6年度以前入学生)

物質科学専攻

教科に関する科目

（１）数学　必修　２４単位

授業科目 単位数 授業科目 単位数

偏微分方程式論 2 量子シミュレーション科学 2

物性理論物理学 2 物質基礎解析学　特別講究ⅠＣ 4

微分幾何学 2 物質基礎解析学　特別講究ⅠＤ 4

代数幾何学 2 物質基礎解析学　特別講究ⅡＣ 4

確率微分方程式論 2 物質基礎解析学　特別講究ⅡＤ 4

実解析学 2 物質基礎解析学　特別演習ⅠＣ 1

符号理論と暗号 2 物質基礎解析学　特別演習ⅠＤ 1

逆問題 2 幾何学 2

※量子物質情報理論学 2 ※生体高分子計算科学論 2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（２）理科　必修　２４単位

授業科目 単位数 授業科目 単位数

超伝導物理学 2 無機構造論 2

放射光物性論 2 有機電子物性論 2

放射線量子物性論 2 物質構造制御学特別実験ⅠＡ 4

レーザー物理学 2 物質構造制御学特別実験ⅠＢ 4

低温物理学 2 物質構造制御学特別実験ⅡＡ 4

放射光Ｘ線結像光学 2 物質構造制御学特別実験ⅡＢ 4

放射線計測学 2 物質構造制御学特別演習ⅠＡ 1

先端光ビーム科学 2 物質構造制御学特別演習ⅠＢ 1

光学赤外線天文学 2

物質機能解析学特別実験ⅠＡ 4 光物理化学 2

物質機能解析学特別実験ⅠＢ 4 機器分析学 2

物質機能解析学特別実験ⅡＡ 4 有機反応化学 2

物質機能解析学特別実験ⅡＢ 4 情報変換化学 2

物質機能解析学特別演習ⅠＡ 1 物質反応解析学特別実験ⅠＡ 4

物質機能解析学特別演習ⅠＢ 1 物質反応解析学特別実験ⅠＢ 4

物質反応解析学特別実験ⅡＡ 4

有機金属化学 2 物質反応解析学特別実験ⅡＢ 4

錯体構造論 2 物質反応解析学特別演習ⅠＡ 1

構造有機化学 2 物質反応解析学特別演習ⅠＢ 1

※のある科目は令和６年度以降入学生のみ認定。

－ 92－ － 93－



別表第２（第16条関係） (令和6年度以前入学生)

物質科学専攻

教科に関する科目
理科　必修　２４単位

授業科目 単位数 備考

生体分子化学 2

生体高分子構造論 2

生体超分子構造解析学 2

生体分子分光学 2

生体分子設計学 2

生体高分子結晶学 2

生体物質構造解析学特別実験ⅠＡ 4

生体物質構造解析学特別実験ⅠＢ 4

生体物質構造解析学特別実験ⅡＡ 4

生体物質構造解析学特別実験ⅡＢ 4

生体物質構造解析学特別演習ⅠＡ 1

生体物質構造解析学特別演習ⅠＢ 1

生体分子機能学 2

生体高分子生理機能学 2

生体情報分子生化学 2

生体分子代謝論 2

生体情報分子機能学 2

生体高分子動態論 2

生体超分子機械学 2

生体物質機能解析学特別実験ⅠＡ 4

生体物質機能解析学特別実験ⅠＢ 4

生体物質機能解析学特別実験ⅡＡ 4

生体物質機能解析学特別実験ⅡＢ 4

生体物質機能解析学特別演習ⅠＡ 1

生体物質機能解析学特別演習ⅠＢ 1

分子細胞遺伝学 2

分子細胞構造学 2

分子発生・再生生物学 2

形態形成学 2

分子情報生理学 2

分子細胞生理学 2

分子細胞機能学 2

生体金属分子科学 2

細胞機能解析学特別実験ⅠＡ 4

細胞機能解析学特別実験ⅠＢ 4

細胞機能解析学特別実験ⅡＡ 4

細胞機能解析学特別実験ⅡＢ 4

細胞機能解析学特別演習ⅠＡ 1

細胞機能解析学特別演習ⅠＢ 1

地球物質評価論 2

岩石圏物質循環論 2

地球環境科学特別実験ⅠＡ 4

地球環境科学特別実験ⅠＢ 4

地球環境科学特別実験ⅡＡ 4

地球環境科学特別実験ⅡＢ 4

地球環境科学特別演習ⅠＡ 1

地球環境科学特別演習ⅠＢ 1
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別表第２（第16条関係） (令和6年度以前入学生)

物質科学専攻

教科に関する科目
理科　必修　２４単位

授業科目 単位数 備考

生体分子化学 2

生体高分子構造論 2

生体超分子構造解析学 2

生体分子分光学 2

生体分子設計学 2

生体高分子結晶学 2

生体物質構造解析学特別実験ⅠＡ 4

生体物質構造解析学特別実験ⅠＢ 4

生体物質構造解析学特別実験ⅡＡ 4

生体物質構造解析学特別実験ⅡＢ 4

生体物質構造解析学特別演習ⅠＡ 1

生体物質構造解析学特別演習ⅠＢ 1

生体分子機能学 2

生体高分子生理機能学 2

生体情報分子生化学 2

生体分子代謝論 2

生体情報分子機能学 2

生体高分子動態論 2

生体超分子機械学 2

生体物質機能解析学特別実験ⅠＡ 4

生体物質機能解析学特別実験ⅠＢ 4

生体物質機能解析学特別実験ⅡＡ 4

生体物質機能解析学特別実験ⅡＢ 4

生体物質機能解析学特別演習ⅠＡ 1

生体物質機能解析学特別演習ⅠＢ 1

分子細胞遺伝学 2

分子細胞構造学 2

分子発生・再生生物学 2

形態形成学 2

分子情報生理学 2

分子細胞生理学 2

分子細胞機能学 2

生体金属分子科学 2

細胞機能解析学特別実験ⅠＡ 4

細胞機能解析学特別実験ⅠＢ 4

細胞機能解析学特別実験ⅡＡ 4

細胞機能解析学特別実験ⅡＢ 4

細胞機能解析学特別演習ⅠＡ 1

細胞機能解析学特別演習ⅠＢ 1

地球物質評価論 2

岩石圏物質循環論 2

地球環境科学特別実験ⅠＡ 4

地球環境科学特別実験ⅠＢ 4

地球環境科学特別実験ⅡＡ 4

地球環境科学特別実験ⅡＢ 4

地球環境科学特別演習ⅠＡ 1

地球環境科学特別演習ⅠＢ 1

理学研究科教授会 令和 6年 2月 21日 
 

理学研究科博士前期課程及び博士後期課程における研究指導計画に関する取扱要項 
理学研究科 

 
兵庫県立大学大学院学則第 8条に基づく研究指導計画を次のとおり定める。 
 
1. 指導教授は、各年度の原則として 4 月(10 月入学者については 10 月)に指導学生と研究
題目及び 1年間の研究計画に対する打合せ等を十分に行い、別添様式の「研究指導計画書」 
を作成し、当該学生に明示する。 
 
2. 指導教授は、研究指導計画書を 5 月(10 月入学者については 11 月)の幹事会までに各専
攻の大学院幹事に提出し、各専攻の大学院幹事は専攻に所属する学生の研究指導計画書を
とりまとめて 5月(10月入学者については 11月)の幹事会に報告する。新任の教員がいるな
ど特別な事情がある分野は、提出を一ヶ月だけ遅らせることができる。 
 
3. 幹事会は、必要があれば指導教授に研究指導計画書の見直しを求めることができる。 
 
4. 指導教授は、当該学生の研究進捗状況の確認、指導を行う。必要に応じて、研究指導計
画書の見直しを行い、実効性の高いものに改める努力を行う。 
 
5. 研究指導計画書は、指導教授、当該学生、学務課および大学院幹事の 4者で保管する。 
 
6. 指導教授は、研究指導計画書を副査（副指導教員）と共有する。また、研究科の教員は
所属する専攻の全学生の研究指導計画書を閲覧できる。 
 
7. 指導教授は、当該年度の終了予定月までに研究指導計画書に研究指導報告を記入し、5段
階評価（S, A, B, C, D）の成績をつけ、各専攻の大学院幹事に提出する。各専攻の大学院幹
事は専攻に所属する学生の研究指導計画書をとりまとめて幹事会に報告する。 
 
附則 
この取扱要項は、令和 6年４月１日から施行する。 
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兵庫県立大学学位規程 

 

（趣旨） 

第１条 学位規則（昭和 28 年文部省令第９号）に基づき兵庫県立大学（以下「本学」

という。）が授与する学位については、兵庫県立大学学則（平成 25 年公立大学法人兵

庫県立大学規程第 75 号）第 29 条第２項及び兵庫県立大学大学院学則（平成 25 年公

立大学法人兵庫県立大学規程第 76 号）第 30 条第４項の規定に基づき、この規程の定

めるところによる。 

 

（学位） 

第２条 本学において授与する学位は、学士、修士、博士及び修士（専門職）とし、そ

の専攻分野の種類は、別表第１のとおりとする。 

 

（学位授与の要件） 

第３条 学士の学位は、本学の学部を卒業した者に授与する。 

２ 修士の学位は、本学の研究科の修士課程及び博士前期課程（以下「前期課程」とい

う。）を修了した者に授与する。 

３ 博士の学位は、本学の研究科の博士後期課程（以下「後期課程」という。）又は一

貫制博士課程を修了した者に授与する。 

４ 前項に規定するもののほか、博士の学位は、次の要件を満たす者にも授与すること

ができる。 

(1) 研究科において前項に該当する者と同等以上の学力があると確認されたこと｡ 

(2) 研究科において行う博士論文の審査及び最終試験に合格したこと。 

５ 修士（専門職）の学位は、本学の研究科の専門職学位課程を修了した者に授与する。 

６ 前各項の規定により授与する学位記は、様式第１号から様式第８号までのとおりと

する。 

 

（在学者の学位論文提出手続） 

第４条 研究科に在学する者が、学位論文を提出しようとするときは、研究科長に提出

するものとする。 

２ 前項の規定に基づき、修士又は博士の学位の授与に係る学位論文を提出しようとす

る者は、各研究科の定めるところにより必要書類その他の資料を提出しなければなら

ない。 
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（在学者の学位論文の審査） 

第５条 研究科長は、学位論文の提出があったときは、研究科教授会又は研究科委員会

（以下「教授会等」という。）において、研究科の教員のうちから３名以上の審査委

員を選定して学位論文の審査を行わせるものとする。ただし、共同災害看護学専攻の

学位論文の審査については別途定める。 

２ 教授会等において審査のため必要があると認めるときは、前項の審査委員のほか、

他の大学院等の教員等を審査委員に加えることができる。 

３ 修士論文は、提出者の在学期間中に審査を終了するものとする。 

４ 博士論文は、それを受理した日から１年以内に審査を終了するものとする。ただし、

特別の理由があるときは、教授会等の議決により審査期限を延長することができる。 

 

（在学者の最終試験） 

第６条 審査委員（前条第２項の規定による審査委員を含む。）は、学位論文を中心と

して、これに関連ある科目について、筆記又は口頭により最終試験を行う。ただし、

共同災害看護学専攻の最終試験の実施については別途定める。 

 

（博士課程を経ない者の学位論文の提出手続） 

第７条 第３条第４項の規定に基づき授与される博士の学位の申請をしようとする者

が、学位論文を提出しようとするときは、第４条第２項に規定する必要書類その他の

資料に別に定める学位論文審査料を添え、研究科長を経て学長に提出しなければなら

ない。 

 

（博士課程を経ない者の学位論文の審査及び最終試験） 

第８条 学長は、前条の規定による学位論文の提出があったときは、研究科長にその審

査を付託し、研究科長は、第５条の規定に準じて学位論文の審査を、第６条の規定に

準じて最終試験を行わせるものとする。 

 

（博士課程を経ない者の学力の確認） 

第９条 第７条の規定による学位論文の提出があったときは、教授会等は、学位申請者

の学力の確認を行うため３名以上の委員を選び、これを行わせるものとする。 

２ 学力の確認は、筆記又は口頭による試験の結果に基づいて行う。ただし、学位申請

者の学歴、業績等に基づいて学力の確認を行い得る場合は、試験を省略することがで

きる。 

３ 学力の確認のため必要があるときは、学位申請者にその著書、論文その他の資料を

提出させることがある。 

４ 教授会等が学力の確認の議決をする場合には、第 12 条第２項の規定を準用する。 
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（退学者の学位論文の提出手続、学位論文の審査、最終試験及び学力の確認） 

第 10 条 研究科の後期課程において所定の期間在学し、所定の単位を修得し、かつ、

必要な研究指導を受けて退学した者が学位の授与を受けようとするときは、前３条の

規定による。ただし、退学後１年以内に学位論文を提出した者は、課程博士申請者に

準じて取り扱う。 

２ 前項本文に該当する者が、退学後５年以内に学位論文を提出して審査を受けるとき

は、課程博士申請者と同等以上の学力を有するものとみなす。 

 

（学位論文及び審査料の不返還） 

第 11 条 提出された学位論文及び納入した審査料は、その理由のいかんを問わず返還

しない。 

 

（学位授与の審議） 

第 12 条 研究科長は、研究科の修士課程、前期課程及び後期課程に在学する者及び第

10 条第１項ただし書の規定による在学者とみなされる者にあっては、学位論文の審

査及び最終試験の結果報告に基づいて、第９条の規定により学力を確認された者及び

第 10 条第２項の規定により後期課程を修了した者と同等以上の学力を有する者とみ

なされた者にあっては、学位論文の審査及び最終試験の結果報告に基づいて、教授会

等において学位を授与すべきか否かの審議を行わせるものとする。 

２ 研究科長は、研究科の専門職学位課程に在学する者にあっては、研究科規程に従っ

て修了所要単位以上を修得した者について、教授会等において学位を授与すべきか否

かの審議を行わせるものとする。 

３ 前２項の規定に基づき審議を行う教授会等は、構成員の３分の２以上の出席がある

ことを要し、学位を授与すべきものと議決するには、投票の方法により、出席者の３

分の２以上の賛成があることを要する。 

 

（審議結果の報告） 

第 13 条 研究科長は、前条第１項又は第２項の規定による教授会等の審議結果に基づ

き、次に掲げる事項を記載した書類を学長に提出しなければならない。 

(1) 授与しようとする学位の種類 

(2) 授与しようとする年月日 

(3) 審議対象者の氏名及び学位の授与に関する教授会等の意見 

(4) 博士の場合にあっては、第３条第３項又は第４項のいずれの規定によるかの 

   別 

(5) 博士の場合にあっては、学位論文の審査及び最終試験又は試験の結果の要旨 
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（学位の授与） 

第 14 条 学長は、前条の規定による報告に基づき学位を授与すべきか否かを決定し、

学位を授与すべきものと決定した者にあっては、学位記を交付して学位を授与し、学

位を授与できないと決定した者にあっては、その旨を通知する。 

２ 前項の規定により博士の学位を授与したときは、学位簿に登録し、文部科学大臣に

報告する。 

 

（審査要旨の公表） 

第 15 条 本学は、博士の学位を授与したときは、学位を授与した日から３箇月以内に

その学位論文の内容の要旨及び学位論文の審査の結果の要旨を公表する。 

 

（学位論文の公表） 

第 16 条 博士の学位を授与された者は、学位を授与された日から１年以内にその学位

論文をインターネットの利用により公表しなければならない。ただし、既にインター

ネットの利用により公表したときは、この限りではない。 

２ 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない理由がある

場合には、教授会等の承認を受けて当該学位論文の全文に代えてその内容を要約した

ものをインターネットの利用による公表とすることができる。この場合において、学

長は、当該論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。 

 

（学位の名称） 

第 17 条 本学において学位の授与を受けた者が、学位の名称を用いるときは、兵庫県

立大学の文字を付記するものとする。また、学位記の英語名称については、別表第２

のとおりとする。 

 

（学位の取消し） 

第 18 条 学長は、修士、博士及び修士（専門職）の学位を授与された者が次の各号の

一に該当するときは、教授会等の意見を聴いた上で、学位の授与を取り消し、学位記

を返還させるものとする。 

(1) 不正の方法により学位を受けたことが判明したとき｡ 

(2) 学位を授与された者に、その名誉を汚す行為があったとき。 

２ 教授会等において前項の議決を行う場合は、構成員（海外出張中及び長期療養中の

者を除く。）の３分の２以上の出席を必要とし、かつ、出席者の４分の３以上の賛成

がなければならない。 

 

（学位記の再交付） 

第 19 条 学位記の再交付を受けようとするときは、その理由を添え、学長に申請しな

ければならない。 
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（補則） 

第 20 条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関して必要な事項は、各学

部又は各研究科において別に定める。 

 

附 則 

この規程は、平成 25 年４月１日から施行する。 

 

 附 則 

この規程は、平成 26 年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成 27 年２月 12 日改正） 

 この規程は、平成 27 年４月１日から施行する。 

 

    附 則（平成 28 年３月 23 日改正） 

この規程は、平成 28 年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成 29 年３月 31 日改正） 

この規程は、平成 29 年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成 31 年２月６日改正） 

この規程は、平成 31 年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和３年１月 27 日改正） 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和４年 12 月 21 日改正） 

この規程は、令和５年１月１日から施行する。 

 

附 則（令和６年 10 月１日改正） 

この規程は、令和６年 10 月１日から施行する。 
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別表第１（第２条関係） 

１ 学士の学位に付記する専攻分野の種類 

学    部 専攻分野の種類 

経済学部 経済学 

経営学部 経営学 

国際商経学部 経済学又は経営学 

社会情報科学部 社会情報科学 

工学部 工学 

理学部 理学 

環境人間学部 環境人間学 

看護学部 看護学 

 

２ 修士の学位に付記する専攻分野の種類 

研  究  科 専攻分野の種類 

経済学研究科 経済学 

社会科学研究科 経済学、経営学又は国際経営学 

工学研究科 工学 

物質理学研究科 理学 

生命理学研究科 理学 

理学研究科 理学 

環境人間学研究科 環境人間学 

看護学研究科 看護学 

応用情報科学研究科 応用情報科学 

シミュレーション学研究科 シミュレーション学 

情報科学研究科 情報科学 

地域資源マネジメント研究科 学術 

減災復興政策研究科 学術 

 

３ 博士の学位に付記する専攻分野の種類 

研  究  科 専攻分野の種類 

経済学研究科 経済学 

経営学研究科 経営学 

社会科学研究科 経済学又は経営学 

工学研究科 工学 

物質理学研究科 理学 

生命理学研究科 理学 

理学研究科 理学 

環境人間学研究科 環境人間学 

看護学研究科 看護学 

応用情報科学研究科 応用情報科学 

シミュレーション学研究科 シミュレーション学 
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情報科学研究科 情報科学 

地域資源マネジメント研究科 学術 

減災復興政策研究科 学術 

 

４ 修士（専門職）の学位に付記する専攻分野の種類 

研  究  科 専攻分野の種類 

会計研究科 会計 

経営研究科 経営管理又はヘルスケア・マネジメント 

社会科学研究科 会計、経営管理又はヘルスケア・マネジメント 

緑環境景観マネジメント研究科 緑環境景観マネジメント 
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別表第２（第 17 条関係） 

１ 学士 

学   部 学位の英語名称 

経済学部 Bachelor of Economics 

経営学部 Bachelor of Business Administration 

国際商経学部 
Bachelor of Economics 又は 

Bachelor of Business Administration 

社会情報科学部 Bachelor of Social Information Science 

工学部 Bachelor of Engineering 

理学部 Bachelor of Science 

環境人間学部 Bachelor of Human Science and Environment 

看護学部 Bachelor of Science in Nursing 

 

２ 修士 

研  究  科 学位の英語名称 

経済学研究科 Master of Economics 

社会科学研究科 

Master of Economics、 

Master of Arts in Business Administration 又は 

Master of Global Business Administration 

工学研究科 Master of Engineering 

物質理学研究科 Master of Science 

生命理学研究科 Master of Science 

理学研究科 Master of Science 

環境人間学研究科 Master of Human Science and Environment 

看護学研究科 Master of Science in Nursing 

応用情報科学研究科 Master of Applied Informatics 

シミュレーション学研究科 Master of Simulation Studies 

情報科学研究科 Master of Information Science 

地域資源マネジメント研究科 Master of Philosophy 

減災復興政策研究科 Master of Philosophy 

 

３ 博士 

研  究  科 学位の英語名称 

経済学研究科 Doctor of Philosophy in Economics 

経営学研究科 Doctor of Philosophy in Business Administration 

社会科学研究科 
Doctor of Philosophy in Economics 又は 

Doctor of Philosophy in Business Administration 

工学研究科 Doctor of Engineering 

物質理学研究科 Doctor of Science 

生命理学研究科 Doctor of Science 

理学研究科 Doctor of Science 

環境人間学研究科 Doctor of Human Science and Environment 
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看護学研究科 Doctor of Philosophy in Nursing 

応用情報科学研究科 Doctor of Philosophy in Applied Informatics 

シミュレーション学研究科 Doctor of Simulation Studies 

情報科学研究科 Doctor of Information Science 

地域資源マネジメント研究科 Doctor of Philosophy 

減災復興政策研究科 Doctor of Philosophy 

 

４ 修士（専門職） 

研  究  科 学位の英語名称 

会計研究科 Master of Professional Accountancy 

経営研究科 
Master of Business Administration 又は 

Master of Healthcare Management 

社会科学研究科 

Master of Professional Accountancy、 

Master of Business Administration 又は 

Master of Healthcare Management 

緑環境景観マネジメント研究科 Master of Landscape Design and Management 
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様式第１号（第３条関係） 
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様式第２号（第３条関係） 
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様式第３号（第３条関係） 
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様式第４号（第３条関係） 
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 様式第５号（第３条関係） 
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様式第６号（第３条関係） 
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様式第７号（第３条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

注記：国際商経学部ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽｺｰｽの卒業生に対し、様式第１号による学位記に加えて

授与する。 

 

 

様式第８号（第３条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注記：社会科学研究科ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ専攻の修了生に対し、様式第２号による学位記に

加えて授与する。 

University of Hyogo 
Hereby Confers upon 

＜氏名＞ 
Date of Birth：＜月＞＜日＞、＜年＞ 

the Degree of 
Bachelor of Economics 

in Recognition of the Fulfillment of the 
Requirements in the School of  
Economics and Management 

 
＜月＞＜日＞、＜年＞ 

 
            Signature ＜学長名英文サイン＞  

           President of University of Hyogo 
 
 

B-○○ No. ××××× 
 

   
   

 
   

   
   

       
      

   
 

 
 
              

               
 

   

   
   

 
   

   
   

       
      

   
 

 
 
              

               
 

   

   
   

 
   

   
   

       
      

   
 

 
 
              

               
 

   

   
   

 
   

   
   

       
      

   
 

 
 
              

               
 

   

   
   

 
   

   
   

       
      

   
 

 
 
              

               
 

   

   
   

 
   

   
   

       
      

   
 

 
 
              

               
 

   

   
   

 
   

   
   

       
      

   
 

 
 
              

               
 

   

University of Hyogo 
Hereby Confers upon 

＜氏名＞ 
Date of Birth：＜月＞＜日＞、＜年＞ 

the Degree of 
Master of Global Business Administration 

in Recognition of the Fulfillment of the  
Requirements and Successful 

Completion of a Master’s Thesis 
in the Department of Global Business, 

Graduate School of Social Sciences 
 
＜月＞＜日＞、＜年＞ 

 
Signature ＜学長名英文サイン＞  

           President of University of Hyogo 
 
 

M-GBSS No. ××××× 

 之  大 
印  学 

 之  大 
印  学 
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学位記の再交付に関する取扱規程 

 

 （目的）  

第１条 この規程は本学の卒業者及び大学院各課程修了者並びに論文による学位取得者（以

下「卒業者等」という。）に対して、学位記を再交付する場合の取扱いについて定めるも

のとする。  

 

（再交付の要件）  

第２条 学位記を再交付することができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。  

(1) 次に掲げる要件のいずれも満たしている場合  

イ 自然災害等で罹災したことにより、学位記を滅失し、破損し、又は汚損しているこ

と。  

ロ 提出先が学位記の原本を求めており、卒業証明書又は学位取得証明書で替えること

ができない等、学位記を再交付しないことで卒業者等が不利益を被るおそれがある

こと。  

(2) その他卒業者等の申出に対し学長が必要と認めた場合  

２ 卒業者等は、前項による再交付を希望する場合、学位記の再交付の理由を証明するに足

る公的機関等が発行する証明書等を添付のうえ、別記様式１の学位記再交付願を学長に

提出すること。  

３ 卒業者等の代理人が再交付を申請する場合、当該卒業者等からの委任状を添付するもの 

とする。ただし、卒業者等が疾病等により委任状を作成することができない場合は、委任

状の添付を要しないものとする。  

 

（再交付する学位記の様式）  

第３条 再交付する学位記の様式は、再発行する日の属する年度の前年度の学位記の様式に

準じるものとする。  

 

（授与者名、授与年月日等）  

第４条 再交付する学位記に記載する大学名、授与者名及び授与年月日は、学位授与当時の

ものとし、再交付する学位記には、再交付した旨を示すものとする。  

 

（再交付手数料）  

第５条 学位記の再交付に係る手数料は要しない。  

 

附 則  

この規程は、令和７年４月１日から施行する。  
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学位記の再交付に関する取扱規程 

 

 （目的）  

第１条 この規程は本学の卒業者及び大学院各課程修了者並びに論文による学位取得者（以

下「卒業者等」という。）に対して、学位記を再交付する場合の取扱いについて定めるも

のとする。  

 

（再交付の要件）  

第２条 学位記を再交付することができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。  

(1) 次に掲げる要件のいずれも満たしている場合  

イ 自然災害等で罹災したことにより、学位記を滅失し、破損し、又は汚損しているこ

と。  

ロ 提出先が学位記の原本を求めており、卒業証明書又は学位取得証明書で替えること

ができない等、学位記を再交付しないことで卒業者等が不利益を被るおそれがある

こと。  

(2) その他卒業者等の申出に対し学長が必要と認めた場合  

２ 卒業者等は、前項による再交付を希望する場合、学位記の再交付の理由を証明するに足

る公的機関等が発行する証明書等を添付のうえ、別記様式１の学位記再交付願を学長に

提出すること。  

３ 卒業者等の代理人が再交付を申請する場合、当該卒業者等からの委任状を添付するもの 

とする。ただし、卒業者等が疾病等により委任状を作成することができない場合は、委任

状の添付を要しないものとする。  

 

（再交付する学位記の様式）  

第３条 再交付する学位記の様式は、再発行する日の属する年度の前年度の学位記の様式に

準じるものとする。  

 

（授与者名、授与年月日等）  

第４条 再交付する学位記に記載する大学名、授与者名及び授与年月日は、学位授与当時の

ものとし、再交付する学位記には、再交付した旨を示すものとする。  

 

（再交付手数料）  

第５条 学位記の再交付に係る手数料は要しない。  

 

附 則  

この規程は、令和７年４月１日から施行する。  

兵庫県立大学定期試験を受験できない者に対する処置規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、やむを得ない事由により所定の期日に定期試験を受験できなかっ

た者に対する処置について必要な事項を定める。 

 

（事由） 

第２条 前条に定めるやむを得ない事由は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

(1) 病気 

(2) 災害及び不慮の事故 

(3) 父母､配偶者又は子の死亡 

(4) 兄弟姉妹又は祖父母の死亡 

(5) その他前各号に準ずる事由 

 

（手続） 

第３条 やむを得ない事由のため定期試験を受けることができない者は、原則として定

期試験開始までに、学生が所属する学務所管課に連絡し、その後速やかに試験欠席

承認願（別記様式）を提出しなければならない。 

２ 前項の承認願には、病気の場合にあっては医師の診断書、その他の場合にあっては、

その事由を証明する書類を提出しなければならない。 

３ 試験欠席承認願が提出されたときは、試験科目を開講する教員は、その内容を審査

し、その結果を学生が所属する学務所管課を通して学生へ連絡するものとする。 

 

（成績の評価） 

第４条 試験科目を開講する教員は、定期試験を受験できない事由が第２条に該当する

と認められた場合、適宜の方法により、成績を評価することができる。 

 

附 則 

この規程は、平成 25 年４月１日から施行する。 
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兵庫県立大学試験の不正行為に対する処置規程 

 
(目的) 

第１条 この規程は、試験の不正行為が行われた場合について、必要な事項を定めるも

のとする。 

 

(不正行為の内容) 

第２条 試験の不正行為とは、次に掲げる行為をいう。 

(1) 使用を許されない書籍､ノート､紙片､電子機器を用いること｡ 

(2) 他人の答案をのぞき見ることその他社会通念上受験者として正当でないと認めら  

れる行為をすること｡ 

 

(不正行為の確認・報告) 

第３条 試験監督者は、不正行為を確認した場合、直ちに当該行為を実行し又はこれに

関与したと疑われる者(以下「対象学生」という。)に対し、その旨を指摘して受験

を停止させるとともに、その氏名、所属、連絡先等必要な事項を記録し、答案用

紙、使用を許されない書籍その他不正行為に直接関連して使用されたとみられる物

品等を預かり、対象学生が所属する学部又は研究科の長(以下「学生所属学部長等」

という。)に報告しなければならない。この場合において、試験監督者と当該試験科

目を開講している教員(以下「開講教員」という。)が異なる場合であるときは、あ

わせて開講教員に報告しなければならない。 

 

(学生所属学部長等の責務) 

第４条 学生所属学部長等は、試験監督者から前条の不正行為の報告を受けたときは、

正確な事実を確認するため、遅滞なく対象学生、試験監督者その他の関係者から事

情聴取を行い、当該事情聴取の結果認定された事実を記載した事情報告書を作成し

なければならない。この場合において、学生所属学部長等が、正確な事実の確認の

ため必要があると認めるときは、当該不正行為に係る試験科目を開講している学部

若しくは研究科の長又は関係する高等教育推進機構高等教養教育部長にその調査を

依頼することができる。 

２ 前項の規定により、正確な事実の確認のため調査の依頼を受けた者は、当該依頼に

応じるものとする。 

３ 学生所属学部長等は、学生所属学部長等の教授会又はこれに相当する委員会(以下

「学生所属学部教授会等」という。)に第１項に規定する事情報告書に基づき報告し

なければならない。この場合において、開講教員が学生所属学部教授会等に属さな

い教員であるときは、その教員が所属する学部又は研究科の長及び開講教員に当該

事情報告書の写しを送付しなければならない。 
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(処置の原則) 

第５条 不正行為の事実が、学生所属学部教授会等において確認された場合は、その者

の当該学期の全科目及び通年の全科目の単位を無効とする。この場合において、学

生所属学部教授会等での審議の結果、必要と認められた場合は、その氏名を公表す

るものとする。 

２ 前項に規定するもののほか、特に悪質な不正行為に対しては、兵庫県立大学学則

(平成 25年法人規程第 75号)第 35 条又は兵庫県立大学大学院学則(平成 25年法人

規程第 76号)第 33条の規定に基づき懲戒をするものとする。 

 

附 則 

この規程は、平成 25 年４月１日から施行する。 

附 則(平成 27 年３月 24 日改正) 

この規程は、平成 27 年４月１日から施行する。 

附 則(令和３年３月 31 日改正) 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則(令和６年３月 27日改正) 

この規程は、令和６年４月１日から施行する。 
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兵庫県立大学他大学等における授業科目の履修規程 

 

(趣旨) 

第１条 兵庫県立大学学則(平成 25年法人規程第 75号。以下「大学学則」という。) 第

14 条第３項の規定に基づき、他大学等における授業科目の履修に関して必要な事項
を定めるものとする。 

 

(他大学等授業科目の履修) 

第２条 他大学等の授業科目の履修を願い出る者は、他大学等との協定に基づいて定め

られた書類を、所定の期日までに学務所管課に提出しなければならない。 

 

(全学共通科目の履修) 

第３条 学長は、前条の規定による願い出に係る他大学等の授業科目について、大学学

則第 14 条第２項の規定により本学の全学共通科目を履修したものとみなす場合は、
あらかじめ高等教育推進機構長の意見を聴かなければならない。 

 

(履修期間) 

第４条 履修期間については、原則として１年以内とする。 

２ 前項の規定による履修期間については、本学における在学期間に算入する。 

 

(単位の認定) 

第５条 他大学等の授業科目の履修により修得した単位を学則第 14 条第２項に規定す
る本学の授業科目を履修したものとして願い出る場合は、単位認定申請書に他大学

等の成績証明書を添えて学務所管課に提出しなければならない。 

２ 学長は、前項の規定による願い出があるときは、教授会の意見を聴いた上で、これ

を許可することができる。 

 

(補則) 

第６条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関して必要な事項は、別に定

める。 

 

附 則 

この規程は、平成 25年４月 1日から施行する。 

附 則(平成 27年３月 24 日改正) 

この規程は、平成 27年４月 1日から施行する。 

－ 114 －



附 則(令和３年３月 31日改正) 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則(令和６年３月 27日改正) 

この規程は、令和６年４月１日から施行する。 
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成績に対する確認及び不服申立てに関する要綱 

(趣旨) 

第１条 本要綱は、本学の学士課程、修士課程、博士課程及び専門職学位課程に在籍す

る学生(以下「学生」という。)が履修する全ての科目について、その成績に対する確

認及び不服申立てに関し必要な事項を定めるものとする。 

(周知) 

第２条 各学部及び研究科(以下「学部等」という。)は、履修の手引及び講義要目等

において、本要綱を学生に周知するものとする。 

 

(成績に対する確認) 

第３条 学生は、成績評価の理由など確認すべき事項がある場合は、当該科目を担当す

る教員(以下「担当教員」という。)に対し、次の方法により確認することができるも

のとする。 

(１)全学共通科目、専門基礎科目(専門関連科目)、専門教育科目、教職課程科目及び

大学院で履修する科目(以下「大学院科目」という。) 

① 担当教員に直接確認する。 

② 所属学部等の学務所管課(以下「所管課」という。)を通じて、担当教員に別    

に定める「成績に対する確認書」(以下「確認書」という。)を提出し、確認

する。 

(２)全学共通科目、専門基礎科目(専門関連科目)及び専門教育科目に位置付けられな

い副専攻履修者のみが履修可能な科目(以下「副専攻科目」という。) 

副専攻運営部門を通じて、担当教員に確認書を提出し、確認する。 

２ 前項第１号①により学生から確認依頼を受けた担当教員は、直接、当該学生に確認

結果を回答するものとする。 

３ 第１項１号②及び第１項第２号により学生から所管課又は副専攻運営部門を通じて

確認書を受けた担当教員は、確認書により、所管課又は副専攻運営部門を通じて、当

該学生に確認結果を回答するものとする。 

４ 前項の回答については、担当教員の判断により、直接、当該学生に確認結果を回答

することができるものとする。この場合において、担当教員は、回答内容及び回答日

を所管課又は副専攻運営部門に通知しなければならない。 

(確認依頼受付期間) 

第４条 前条第１項による確認依頼の受付期間は、成績公開日から原則として７日以

内(日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に
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成績に対する確認及び不服申立てに関する要綱 

(趣旨) 

第１条 本要綱は、本学の学士課程、修士課程、博士課程及び専門職学位課程に在籍す

る学生(以下「学生」という。)が履修する全ての科目について、その成績に対する確

認及び不服申立てに関し必要な事項を定めるものとする。 

(周知) 

第２条 各学部及び研究科(以下「学部等」という。)は、履修の手引及び講義要目等

において、本要綱を学生に周知するものとする。 

 

(成績に対する確認) 

第３条 学生は、成績評価の理由など確認すべき事項がある場合は、当該科目を担当す

る教員(以下「担当教員」という。)に対し、次の方法により確認することができるも

のとする。 

(１)全学共通科目、専門基礎科目(専門関連科目)、専門教育科目、教職課程科目及び

大学院で履修する科目(以下「大学院科目」という。) 

① 担当教員に直接確認する。 

② 所属学部等の学務所管課(以下「所管課」という。)を通じて、担当教員に別    

に定める「成績に対する確認書」(以下「確認書」という。)を提出し、確認

する。 

(２)全学共通科目、専門基礎科目(専門関連科目)及び専門教育科目に位置付けられな

い副専攻履修者のみが履修可能な科目(以下「副専攻科目」という。) 

副専攻運営部門を通じて、担当教員に確認書を提出し、確認する。 

２ 前項第１号①により学生から確認依頼を受けた担当教員は、直接、当該学生に確認

結果を回答するものとする。 

３ 第１項１号②及び第１項第２号により学生から所管課又は副専攻運営部門を通じて

確認書を受けた担当教員は、確認書により、所管課又は副専攻運営部門を通じて、当

該学生に確認結果を回答するものとする。 

４ 前項の回答については、担当教員の判断により、直接、当該学生に確認結果を回答

することができるものとする。この場合において、担当教員は、回答内容及び回答日

を所管課又は副専攻運営部門に通知しなければならない。 

(確認依頼受付期間) 

第４条 前条第１項による確認依頼の受付期間は、成績公開日から原則として７日以

内(日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に

規定する休日及び 12 月 29 日から翌年１月３日までの日を除く。以下次項、第５

条第１項、第７条及び第９条において同じ。)とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、当該学期に学部等の卒業又は修了判定対象者であり、確

認を行おうとする成績が学部等の卒業又は修了判定に関わる場合及び３月１日以降

に開示された成績に対する確認の場合の受付期間は、成績公開日から原則として３日

以内とする。 

(確認に伴う措置) 

第５条 第３条第１項による確認依頼を受けた担当教員は、学生からの確認依頼があっ

た日又は所管課を通じて確認書を受理した日から原則として７日以内に確認結果を

回答するものとする。ただし、前条第２項に規定する場合の確認依頼にあっては、原

則として３日以内に確認結果を回答するものとする。 

２ 前項の回答に当たっては、担当教員は、確認結果に基づき、成績について変更する

措置を採ることができる。この場合において、担当教員は、当該措置の内容及びその

理由を記録するとともに、 所管課又は副専攻運営部門に報告しなければならない。 

(不服申立て) 

第６条 学生は、第３条により成績に対する確認を行った結果、次の各号に掲げる事

案の解決が得られなかった場合に限り、不服申立てができるものとする。 

(１) 成績の誤記入等、明らかに担当教員の誤りであると思われる事案 

(２) シラバスや授業時間内での指示等により周知している成績評価の方法から明らか 

に逸脱した評価であると思われる事案 

(３) 担当教員から十分な説明等の対応がなかった事案 

２ 学生は、前項の不服申立てを行う場合は、次の各号のとおり「成績に対する不服申

立書」(以下 「不服申立書」という。)を提出するものとする。 

(１) 専門基礎科目(専門関連科目)、専門教育科目及び大学院科目 

所管課を通じて、所属する学部等の長(以下「部局長」という。)に対し提出 

(２) 全学共通科目及び教職課程科目 

所管課を通じて、高等教育推進機構長に対し提出 

(３) 副専攻科目 

副専攻運営部門を通じて、履修する副専攻運営部門の長(以下「副専攻運営部門長」

という。)に対し提出 

(不服申立て受付期間) 

第７条 前条による不服申立ての受付期間は、当該学生が第３条による回答を受理した

日から原則として３日以内とする。 
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(審査) 

第８条 部局長、高等教育推進機構長及び副専攻運営部門長(以下「部局長等」とい

う。)は、第６条第２項よる不服申立書を受理した場合は、速やかに当該不服申立て

の審査を行うものとする。 ただし、不服申立書が第６条第１項に該当しないとき

は、不服申立てを却下することができるものとする。この場合において、所管課及

び副専攻運営部門を通じて、速やかに当該学生に「成績に対する不服申立却下通知

書」(以下「却下通知書」という。)により通知するものとする。 

２ 前項の審査方法は、部局長等が別に定めるものとする。 

(審査結果の報告及び対応) 

第９条 部局長等は、前条の審査結果について、当該学生及び担当教員に対し、前条第

１項の不服申立書を受理した日から 14 日以内に、所管課又は副専攻運営部門を通

じて、「成績に対する不服申立回答書」(以下「不服申立回答書」という。)により、

文書で通知する。この場合において、不服申立てを容認する結果であった場合は、担

当教員に成績を変更する措置を行わせるものとする。 

２ 前項の通知は、当該学生又は当該担当教員が希望した場合は、電子媒体によって通

知することができるものとする。 

(再審の不可) 

第 10 条 学生は、前条第１項の不服申立回答書及び第８条第１項の却下通知書に該当

する科目については、再度の不服申立てができないものとする。 

 

(雑則) 

第 11 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年 11 月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和７年 12 月 19 日から施行する。 
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